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第２編 負担金 

第１ 一般財団法人地域創造分担金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

正式名称は、「芸術文化くじの持寄額に応じた分担金」である。 

地方公共団体関係者によって設立された一般財団法人地域創造が行う地域におけ

る創造的・文化的な表現活動のための環境づくり等に資する事業等の経費に対する

分担金で、グリーンジャンボ宝くじとして発売される芸術文化くじによる収益金額

に応じて負担するものである。 

分担金を支出することによって、地方公共団体等の行う文化活動への財政的支援

及び文化環境づくり等に関する情報提供、研修等が受けられる。 

２ 予算・決算 

平成２８年度の予算額は、１９２９万７０００円である。平成２９年度の予算額

は、１９２０万９０００円である。平成２７年度の決算額は、１９２９万７０００

円、平成２６年度の決算額は、１９０７万円である。 

３ 経緯 

平成７年に開始されている。 

当時の関係文書が存在しないため、加入の経緯等は不明である。 

４ 受給者 

一般財団法人地域創造 

５ 根拠 

任意的負担金である。 

６ 申請 

芸術文化くじの持寄額に応じた分担金について（通知） 

   ↓ 

芸術文化くじの持寄額に応じた分担金の納入について（請求書） 

   ↓ 

精算払い 

７ 実績報告 

一般財団法人地域創造から、芸術文化くじの持寄額に応じた分担金の通知がある。 

二 指摘・意見 

指摘及び意見はない。 
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第２ 学校音楽鑑賞教室共催負担金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

児童・生徒等の情操の涵養を図るため、プロのオーケストラ（公益財団法人千葉

交響楽団、旧称：ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉）を各学校に派遣し、

優れた音楽鑑賞の機会を提供する「学校音楽鑑賞教室事業」を、学校音楽鑑賞教室

実行委員会（以下「実行委員会」という。）が主体となって行っている。公益財団法

人千葉交響楽団に支払われる共催負担金は、県・実施した市町村教育委員会・開催

校が負担しているところ、このうち県が負担する共催負担金である。 

２ 予算・決算 

平成２８年度の予算額は、１９４６万５０００円である。平成２９年度の予算額

は、１６０１万６０００円である。平成２７年度の決算額は、１５０９万９０００

円、平成２６年度の決算額は１５８８万円である。 

３ 経緯 

昭和６０年に開始されている。事業実施は教育庁であったが、平成１９年度より

知事部局環境生活部文化振興課（現在は県民生活・文化課）に移っている。 

当時の関係文書が存在しないため、加入の経緯等は不明である。 

４ 受給者 

公益財団法人千葉交響楽団 

５ 根拠 

義務的負担金である。実行委員会の規約により、負担金を総会にて定めることと

なっており、「学校音楽鑑賞教室開催要項」において、県の負担額を定めている。 

６ 申請 

県と実行委員会が協定書を締結する 

   ↓ 

実行委員会より県に負担金の請求書が送付される 

 ↓ 

県は実行委員会に負担金を前金払いする 

 ↓ 

事業の完了 

 ↓ 

実行委員会より県に実績報告を提出 

７ 実績報告 

実行委員会から県に対して、実績報告がなされている。 

二 指摘・意見 
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指摘及び意見はない。 

 

 

第３ 手賀沼水環境保全協議会負担金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

⑴ 受給者と根拠 

本負担金の受給者は、県がその構成団体の一つとなっている手賀沼水環境保全協

議会である。同協議会の会則により、構成団体の負担金をもって同協議会の経費に

充てること及び負担金を総会において定めることが定められている。 

⑵ 負担金の性格 

    本負担金は、県が加盟する団体の運営、事業に要する経費を分担するものである。 

２ 予算・決算 

   平成２８年度の予算額は、１４８３万２０００円である。平成２９年度の予算額

も同額である。平成２７年度の決算額は、８４７万５０００円、平成２６年度の決

算額は、１０４１万２０００円である。 

３ 経緯 

    昭和５０年２月に現在の手賀沼水環境保全協議会の前身である手賀沼水質浄化対

策協議会が発足し、昭和５１年度から本負担金の交付が開始されている。その後、

関連組織との統廃合や流域下水道における汚水量の変更等に伴う負担額の見直しが

行われている。 

４ 受給者 

本負担金の交付先は手賀沼水環境保全協議会である。同協議会は、手賀沼及びそ

の流域の水環境保全について、関係者の意識の共有と連携・協働した取組の推進を

図り、必要な対策を協議するため昭和５０年２月に設立された手賀沼水質浄化対策

協議会を前身とし、その後関連組織との統廃合を経て、平成１８年４月から現在の

組織となったものである。県以外の構成団体は、手賀沼流域の７市（松戸市、柏市、

流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、印西市、白井市）、利水団体（千葉県手賀沼土地改良

区、木下土地改良区、手賀沼漁業協同組合、我孫子手賀沼漁業協同組合）、住民団体

（美しい手賀沼を愛する市民の連合会）である。なお、同協議会の会則により、同

協議会の会長は県知事が務めることとされている。 

５ 根拠 

手賀沼水環境保全協議会の会則により、構成団体の負担金をもって同協議会の経

費に充てること及び負担金を総会において定めることが定められている。各構成団

体の具体的な負担割合については、構成団体間で合意された「手賀沼の水環境保全
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に関する協定書」により定められており、現在の協定においては、県は、①水環創

造事業に係る処理費負担及び②河川浄化施設（リン除去施設）に係る処理費負担の

３分の２、同協議会の運営及び前記①②以外の事業に要する費用のうち、利水団体

及び住民団体の費用負担額（定額）を除いた額の２分の１を負担することとされて

いる。 

同協議会の行う水質浄化事業は、県を含む行政の責任において実施されるべき性

質のものであるから、同協議会が水質浄化事業等を行うことにより、県の行政目的

が達成される側面があり、その意味で本負担金により県が受益していることとなる。 

６ 申請 

前記の協定書において定められた負担割合に基づき、手賀沼水環境保全協議会の

総会で定められた県の負担額を、同協議会が県に対し請求する。 

７ 支出報告手続 

特に本負担金に関する支出報告は行われていないが、毎年行われる手賀沼水環境

保全協議会の総会において決算報告等が行われており、これによってどのような事

業にいくら支出されたのかが確認できる。 

二 指摘・意見 

１ 指摘 

⑴ 適法性 

① 双方代理 

本負担金の交付申請及び交付決定については、手賀沼水環境保全協議会の会長

を務めている県知事が同協議会と県の双方を代表する形式で行われている。地方

公共団体の長が締結する契約について、民法１０８条の双方代理の禁止の規定が

類推適用されるとの最高裁判所平成１６年７月１３日判決・民集５８巻５号 

１３６８頁によれば、本負担金の交付申請及び交付決定についても、双方代理の

禁止の規定が類推適用されるものと考えられる。 

双方代理を回避するためには、同協議会が代表者とは別に代理人を選任し、代

理人が交付申請を行うという手法によることも考えられるが、復代理人の選任に

よっては民法１０８条の適用を免れることはできないとする見解も存在するため、

この方法によった場合は、なお双方代理と解する余地がある。そのため、会則の

改正や同協議会の総会議決などによって、県に対する負担金の交付申請を行う際

の代表権を知事以外の者に付与するなどし、双方代理とならないよう措置をとる

べきである。 

過去に交付された負担金については、双方代理のため、取り消されうる状態で

あるため、追認を得る措置をとるべきである。前記最高裁判例は、普通地方公共

団体の長が当該普通地方公共団体を代表するとともに相手方を代理し又は代表し
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て契約を締結した場合において、議会が長による上記行為を追認したときは、民

法１１６条の類推適用により、当該普通地方公共団体に法律効果が帰属するとし

ているため、県においては、県議会から追認を得るとともに、協議会に対しても、

総会決議で追認を得るなどの措置をとるよう促すべきである。 

２ 意見 

   意見はない。 

 

 

第４ 全国都道府県議会議長会都道府県分担金 

  一 負担金の内容 

  １ 概要 

  ⑴ 全国都道府県議会議長会都道府県分担金（以下「都道府県議長会分担金」という。）

は、全国都道府県議会議長会（以下「都道府県議長会」という。）に対して交付され

る負担金である。 

⑵ 都道府県議長会は、４７都道府県議会の議長を会員とし、都道府県議会間の連絡

を保ち、地方自治の発展を図ることを目的とする組織であり、都道府県議長会分担

金は、その活動経費を賄うために、各都道府県に支払額が割り当てられている負担

金である。 

２ 予算・決算 

  ⑴ 県の予算・決算 

 平成２８年度の予算額は、９８３万９０００円である。平成２９年度予算額は 

９９４万７０００円である。平成２７年度の決算額は、９８３万９０００円、平成

２６年度の決算額も同額である。 

⑵ 割当額の算出方法 

    各都道府県に割り当てられる支払額は、都道府県議長会が定めた負担金算出方法

によって算出される。その算出方法は、①各都道府県に均一に割り当てられる金額、

②各都道府県の人口で按分した金額、③各都道府県の財政力で按分した金額の三つ

を合算するというものである。 

  ⑶ 都道府県議長会の予算 

 都道府県議長会の平成２８年度予算は、３億１３３３万１０００円であり、平成

２７年度決算額も、同額である。県の平成２８年度予算額・平成２７年度決算額 

９８３万９０００円は、都道府県議長会の予算額・決算額３億１３３３万１０００

円の３．１４％である。 

  ３ 受給者 

⑴ 沿革 
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    都道府県議長会は、１９２３年（大正１２年）に設立され、現在は４７都道府県

議会の議長を会員とし、その相互間の連絡を密にし、並びに共通の問題を協議し、

及び処理することを目的とする全国的連合組織として、地方自治法２６３条の３第

１項に基づき総務大臣へ届け出た団体であり、同第２項に基づき、地方自治に影響

を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を

申し出、又は国会に意見書を提出することができる。同様の組織として、全国知事

会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会及び全国町村議会議長会があり、

都道府県議長会を含めて、地方六団体と呼ばれている。 

  ⑵ 組織 

    都道府県議長会の議決機関は、４７都道府県議会の議長をもって構成される総会

である。総会の下に、地方自治委員会、社会文教委員会、経済産業委員会、国土交

通委員会、農林水産環境委員会が設置されていて、各所管事項の調査研究、政策の

立案、国等への要望事項の審議等を行っている。役員会は、会長、８名の副会長、

７名の理事、３名の監事の合計１９名で構成され、事務局は、事務総長の下に、総

務部、議事調査部、調査部が置かれている。 

⑶ 事業 

    以下の事業を行っている。 

   ① 地方議会の意思を国会、政府その他の関係方面に反映させるための措置 

   ② 地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画、立案及び実施に関する関係各大臣と

の協議の場に関する事項 

   ③ 地方自治に影響を及ぼす法律等について内閣や国会に対する意見の申出 

   ④ 地方自治に関する事項につき、国会、政府等との折衝及び情報の収集 

⑤ 地方議会の向上発展に寄与する事項の調査研究 

⑥ その他各都道府県議会間の連絡、地方自治の発展に必要有益な事項 

⑷ 都道府県議長会の活動実績 

 都道府県議長会の活動のうち、各年度の総会で議決した事項の数は、以下のと   

おりである。 

全国都道府県議会議長会 総会において議決された決議及び 提言数   

 ７月総会 １０月総会 １月総会 合計  

 決議 提言 決議 提言 決議 提言   

平成２６年度 4 31 5 31 0 0 71  

平成２７年度 4 35 5 35 0 0 79  

平成２８年度 4 34 5 35 1 0 79  
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⑸ 千葉県議会議長は、平成２８年度においては、社会文教委員会及び農林水産環境

委員会に所属し、平成２８年１１月２日の社会文教委員会の要請活動に参加してい

る。 

二 指摘・意見 

１ 指摘 

指摘はない。 

２ 意見 

⑴ 効率性 

   ① 経費の分析の必要性 

     都道府県議長会の平成２８年度予算は、３億１３３３万１０００円であり、同

年度の県の負担額は、９８３万９０００円であり、予算及び県の負担額は、多額

である。県は、都道府県議長会から決算書、予算書及び会務報告等の資料の提供

を受け、県議会議長が総会に出席し、予算や活動に係る議案の当否を判断してい

るとのことであるが、更に、支出証拠書類の開示を受けて、無駄な支出がないか

を確認することが望ましい。 

 

 

第５ 教育研究団体等負担金（特別支援学校） 

一 負担金の内容 

１ 概要 

 教育研究団体等負担金（以下「県立学校負担金」という。）は、県立の特別支援学

校３５校、全日制高校１２０校が、各学校の運営に必要な各種義務的経費について

支出する負担金の総称である。 

２ 予算・決算 

特別支援学校３５校が支出する県立学校負担金（特別支援学校）の平成２８年度

予算額は１００８万６０００円であり、１校当たりにすれば約２８万８１７１円で

ある。平成２９年度の予算額は、８１５万３０００円である。平成２７年度の決算

額は５９０万１０００円、平成２６年度の決算額は３７４万円である。 

３ 県立学校負担金の分類 

 ⑴ 各種教育研究団体負担金 

① 教職員が係わる教育研究団体に対して支出する経費の分担金である。 

   ② 負担金の支出対象となる教育研究団体は、教育庁が支出を認定した団体に限ら

れる。支出対象となる教育研究団体として、全国高等学校長会等の校長会、全国

盲学校教頭会等の副校長・教頭会、全国公立学校事務長会等の事務長会、３５の
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部会を持つ教育研究会がある。 

⑵ 安全運転管理者地区会費・受講料 

    特別支援学校が、乗員定数１１名以上の自家用自動車１台を運用する場合は、安

全運転管理者を選任しなければならない（道路交通法７４条の３、同法施行規則９

条の８）。安全運転管理者は、各地区の安全運転管理者協議会に加入の上、講習会に

毎年参加しなければならない。その会費や受講料である。 

⑶ ＰＣＢ特別管理産業廃棄物管理責任者講習受講料 

電気機器等に使用されるＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物を保管する事業者

は、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任しなければならない（廃棄物の処理及び

清掃に関する法律１２条の２第８項）。その資格を取得するための講習会の受講料で

ある。 

⑷ その他 

    光熱水費負担金、施設管理者負担金、農場実習地負担金、実習船電波使用料等学

校施設や運営の形態によって発生する様々の義務的経費である。 

４ 支出決定 

県立学校負担金は、各学校が個別に支出決定している。 

５ 関係書類の保管 

 県立学校負担金は、各学校が個別に支出決定するので、支出関係書類は各学校が

保管している。  

  二 指摘・意見 

    指摘及び意見はない。 

 

 

 第６ 教育研究団体等負担金（全日制高校） 

一 負担金の内容 

１ 概要 

  教育研究団体等負担金（全日制高校）の概要等は、予算・決算のほかは、第５の

教育研究団体等負担金（特別支援学校）と同じである。 

２ 予算・決算 

  教育研究団体等負担金（全日制高校）の平成２８年度の予算は、６５３万円であ

り、１校当たりにすれば約５万４４１７円である。平成２７年度の決算額は、 

６３０万２０００円、平成２６年度の決算額は、６３９万７０００円である。 

  二 指摘・意見 

    指摘及び意見はない。 
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 第７ 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済加入掛金 

  一 負担金の内容 

 １ 概要 

本負担金は、県の設置する学校の児童生徒等が、独立行政法人日本スポーツ振興

センターが行う災害共済給付制度に加入するための掛金の一部を、県が同センター

に対して負担するものである。 

 ２ 予算・決算 

   平成２８年度の予算額は、１億８６１０万７０００円である。平成２９年度の予

算額は、１億８５９１万９０００円である。平成２７年度の決算額は１億８５４７

万１０００円、平成２６年度の決算額は１億８６０１万６０００円である。 

 ３ 経緯 

昭和３４年１２月に成立した日本学校安全会法に基づき設立された「日本学校安

全会」の災害共済給付制度が本災害共済制度の前身である。平成１５年１０月に独

立行政法人日本スポーツ振興センターが設立され、以降は同センターが災害共済給

付制度を運営している。 

 ４ 受給者 

   本負担金の交付先は、独立行政法人日本スポーツ振興センターである。同センタ

ーは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づき設立された法人であり、

スポーツの振興と児童生徒等の健康の保持増進を図るため、その設置するスポーツ

施設の適切かつ効率的な運営、スポーツの振興のために必要な援助、学校の管理下

における児童生徒等の災害に関する必要な給付その他スポーツ及び児童生徒等の健

康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供等を行い、もって国民の

心身の健全な発達に寄与することを目的としている。 

 ５ 根拠 

   独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施する災害共済制度は、独立行政法

人日本スポーツ振興センター法１５条１項７号に基づき実施されているものである。

県が、同センターと災害共済給付契約を締結することにより、県の共済掛金の負担

義務が生じる。独立行政法人日本スポーツ振興センター法１７条１項及び同法施行

令７条により、学校の種別及び一般児童生徒等・要保護児童生徒の区分ごとに児童

生徒等の一人当たりの共済掛金が定められている。また、独立行政法人日本スポー

ツ振興センター法１７条４項及び施行令１０条により、学校設置が保護者から徴収

する額の範囲が定められており、県は関東地区の都県の状況等を参考に徴収割合を

決定している。 

   本災害共済制度は、県が設置する学校管理下における災害について、学校の有責
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無責を問わず、保護者に対して災害共済給付（医療費、障害見舞金又は死亡見舞金）

を行うものであるが、県が災害について責任を負う場合においては、災害共済給付

が支給された範囲の全部又は一部について、県が賠償の責任を免れることとなるた

め、その限度で、県が負担金を支出することにより直接利益を受けている。また、

県の設置する学校の児童生徒等の保護者に災害共済給付が行われることで、児童生

徒等の損害の一部が填補されるため、その点でも県民にとっての利益にかなうもの

である。 

 ６ 申請 

   県は、毎年度共済の対象となる児童生徒等の名簿更新の手続を行い、当該年度の

加入掛金を当該年度の５月３１日までに独立行政法人日本スポーツ振興センター

に支払、災害共済給付契約の更新を行う。 

 ７ 支出報告手続 

   本負担金は災害共済制度の加入掛金であり、支出報告等の手続はない。 

 二 指摘・意見 

    指摘及び意見はない。 

 

 

第８ 学校管理者賠償責任保険 

一 負担金の内容 

１ 概要 

   本負担金は、都道府県立学校管理者賠償責任保険の掛金に相当するものである。

当該保険は、県が全国都道府県教育委員会連合会を通じて加入する保険であるため、

都道府県教育委員会連合会に対する負担金として支払われる。 

２ 予算・決算 

   平成２８年度の予算額は８９０万２０００円、平成２９年度の予算額は８９４万

１０００円である。平成２７年度の決算額は８９４万８０００円、平成２６年度の

決算額は８８８万円である。 

３ 経緯 

    都道府県立学校管理者賠償責任保険の制度は昭和５１年度に発足し、県は制度の

発足当初から本年度まで引き続き加入している。 

４ 受給者 

   本負担金の交付先は、全国の都道府県教育委員会によって組織される全国都道府

県教育委員会連合会である。 

   都道府県立学校管理者賠償責任保険は、全国都道府県教育委員会連合会が実施し

ている制度である。国内保険会社４社の共同保険であり、全国都道府県教育委員会
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連合会が保険契約者、各都道府県が被保険者となっているものであり、県立学校の

施設・設備の不備又は管理上の瑕疵による事故及び教育活動実施中の事故等につい

て、県が賠償金を支払った場合に、賠償額が保険金により補填される。独立行政法

人日本スポーツ振興センターが運営する災害給付制度の給付金が給付される場合は

損害賠償額からその給付額を控除し、更に本保険の免責額２００万円を控除した額

について５０００万円を上限として支払われる。 

５ 根拠 

   全国都道府県教育委員会連合会が保険会社に対して負担する保険料の額は、学校

に在籍する生徒数に生徒一人当たりの単価を乗じて算出される。県は、県立学校に

在籍する生徒数等によって算出された保険料相当額を、全国都道府県教育委員会連

合会に負担金として支払う。 

   県は、本賠償責任保険に加入することで、県立学校における事故等により賠償責

任を負うこととなった際、被害者の速やかな救済を図るとともに、県の財政負担を

軽減することができるという利益を受けている。 

６ 申請 

   県が保険料の算出に必要な事項を全国都道府県教育委員会連合会に報告し、全国

都道府県連合会から県宛てに保険料分担金の請求書が送付され、県が分担金を納付

するという手続となる。 

７ 支出報告手続 

   支出報告等の手続はない。 

二 指摘・意見 

   指摘及び意見はない。 

 

 

 第９ 教育職員免許状授与管理事業負担金 

  一 負担金の内容 

  １ 概要 

  ⑴ 受給者と根拠 

    教員免許管理システム運営管理協議会を受給者、教育職員免許法５条２項・同９

条の２や教員免許管理システム運用管理に関する協定書を根拠とする教員免許管

理システム運用管理業務委託料に対する負担金 

  ⑵ 事業 

同協議会が委託する、システム運用管理業務委託への対価 

２ 予算・決算 

平成２８年度の予算額は、７１３万４０００円である。平成２９年度の予算額は
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１２５２万６０００円である。平成２７年度の決算額は７１８万９０００円、平成

２６年度の決算額は６８９万６０００円である。 

３ 経緯 

平成２１年度からの教員免許更新制の実施に伴って導入された。 

４ 受給者 

    教員免許管理システム運営管理協議会 

    各都道府県が教員免許状に係る事務の円滑な実施に資するために開発した教員免

許管理システムを共同で運営管理するに当たり、相互に協力し円滑な実施を図るこ

とを目的として設置された（教員免許管理システム運営管理協議会規約２条）。 

（教員免許更新制の概要） 

 「1．目的 

教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、

定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に

立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。 

※ 不適格教員の排除を目的としたものではありません。」 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1316077.htm 

（協議会の運営について） 

事務局は、平成２７年度まで地方公共団体情報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）に置

かれ、平成２８年度は公益財団法人文教協会が担当した。しかし、平成２８年度末

に公益財団法人文教協会が解散されたため、現在、東京都教育委員会内に事務局が

置かれている。協議会には、ブロック代表からなるシステム検討委員会と専門部会

が置かれ、事務局がシステムの運営管理にあたっている。 

（教員免許管理システム運営管理協議会） 

http://www.kyoin-menkyo.jp/menkyo-pubsys-web/pubuser/ 

 

５ 根拠 

  教員免許更新制の実施に伴い、教員免許状に関する運営管理を行う全国共通のオ

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1316077.htm
http://www.kyoin-menkyo.jp/menkyo-pubsys-web/pubuser/
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ンラインシステムを利用する。 

⑴ 授与権者としての機能（原簿管理、免許発行・書換・再交付・失効、授与証明書

の発行） 

⑵ 免許管理者としての機能（免許更新・修了確認・免除・延長・延期、保有者情報

の管理） 

教員免許については、都道府県教育委員会が授与権者・免許管理者となっており、

今年度の全国的な教員所有免許状調査により、ようやく個人の免許状管理が少しず

つ進んできたところである。また、国による一元的な教員免許管理の必要性も話題

になってきているが、教員免許管理システムのより適切な運用と改善は不可欠なも

のであり、より有効的な利用が求められている。 

  ６ 申請 

⑴ 手続 

  規定は特になし 

受託業者から県宛ての見積書を受領 

⑵ 内容 

  本システムにおける前２年間分の利用件数における免許状の授与及び更新に係る

処理件数の実績値を踏まえ、都道府県別の負担率を算出する（千葉県の負担率は、

例年約３．８６％）。 

７ 支出報告手続 

⑴ 手続 

  規約１０条１１条 

⑵ 内容 

  不明 

 二 指摘・意見 

    指摘及び意見はない。 

 

 

第１０ 自治医科大学経常運営負担金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

自治医科大学の運営に係る人件費、教育研究費、管理経費及び修学資金貸与金を

賄うため、全都道府県で共同して負担する負担金のうち、千葉県が負担する負担金

である。 

２ 予算・決算 

１都道府県当たり１億２７００万円に加え、３名入学した都道府県については、
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翌年度の負担金から１人当たり１４０万円を上乗せして負担している。本県では、

平成２２、２５、２６、２８年度の入学者が３名であったため、翌年度から負担金

が１４０万円増額となっている。 

３ 経緯 

昭和４５年、へき地等における深刻な医師不足を解消するため、当時の自治大臣

がへき地等に勤務する医師養成機関を都道府県が共同して設立するという構想を表

明したことを受け、昭和４７年、医療に恵まれないへき地等における医療の確保向

上及び地域住民の福祉の増進を図るため、自治医科大学が設置された。 

４ 受給者 

自治医科大学 

５ 根拠 

任意的負担金 

６ 申請 

毎年、大学からの負担金額の通知により支出負担行為伝票を起票し、請求書によ

り支出伝票を起票し、前期（５月）と後期（１０月）の２回に分けて支出している。 

７ 支出報告手続 

該当なし 

二 指摘・意見 

指摘及び意見はない。 

 

 

 第１１ 市原健康福祉センター仮庁舎電気利用料金負担金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

⑴ 市原健康福祉センター仮庁舎電気利用料金負担金（以下「電気利用料金負担金」

という。）は、県が借り受けている建物の所有者に対して支払う電気代である。 

⑵ 県は、市原健康福祉センターの耐震改修工事のため、民間会社から建物を借りて

これを仮庁舎とした。電気料利用料金負担金は、県が仮庁舎である建物の賃貸人に

支払う電気代である。 

２ 予算・決算 

⑴ 平成２８年度の予算額は、１７６万５０００円である。平成２７年度の決算額は

１０４万５０００円である。 

⑵ 電気料利用料金負担金は、賃貸人である民間会社が、建物全体の電気料金を建物

全体の電気使用量に占める県の仮庁舎の電気使用量の割合を乗じて算出していた。 

二 指摘・意見 
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指摘及び意見はない。 

 

 

第１２ 技術職員研修会負担金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

県土整備部営繕課所属の職員が営繕業務（建築物の営造と修繕）の遂行に必要な

知識・技術を習得する目的で研修会等を受講した際に、県がその受講費用を負担す

るものである。 

２ 予算・決算 

平成２８年度予算額は、２２万８０００円である。平成２９年度の予算額も同額

である。平成２７年度の決算額は１３万７０００円、平成２６年度決算額は１８万 

２０００円である。 

３ 経緯 

本負担金は、県土整備部営繕課所属の職員が営繕業務の遂行に必要な知識・技術

を習得するため支払がされるようになったものだが、支払の開始年度については関

係資料が保存期間を経過しているため不明である。 

４ 受給者 

県土整備部営繕課所属の職員が営繕業務（建築物の営造と修繕）の遂行に必要な

知識・技術を習得するため参加した研修会等の主催者。 

平成２８年度の支払先は、一般社団法人公共建築協会（８回）、一般財団法人経済

調査会（２回）、一般社団法人東京都設備設計事務所協会（１回）、一般社団法人電

気設備学会（１回）、一般財団法人日本建築防災協会（１回）及び一般財団法人建築

保全センター（２回）の６団体（括弧内は支払回数）。本負担金の支払先は、いずれ

も営繕業務に係る法令や基準等の改定などに伴う説明会やガイドラインなどの知

識・技術の習得のための講習会を実施している。 

５ 根拠 

県は、原則として、研修会等の主催者から請求を受けた後に本負担金を支払う。

ただし、一部の研修会では、受講当日に受講料を支払わなければならないため、資

金前渡（概算払）を実施している。 

６ 申請手続 

⑴ 県（対象課：県土整備部営繕課）は、研修会等の主催者から研修会等の案内書を

受領した後、課内参加希望者を取りまとめ、受講伺いをした上で、主催者に申込み

を行う。そして、県は、研修会等の開催後、受講した職員に復命書を提出させ、受

講の事実を確認し、請求書の送付を待って受講料の精算払いを行う。ただし、一部
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の研修会では、受講当日に受講料を支払わなければならないため、資金前渡（概算

払）を実施している。 

⑵ 平成２８年度は、計１５件の研修を延べ２８名の職員が受講し、負担金の支出額

の合計は２０万７０００円である。研修の具体的名称は、「平成２９年度新営予算単

価と設計料算定説明会」、「公共建築工事標準仕様書平成２８年版講習会」、「雨水利

用・排水再利用設備計画基準同解説平成２８年版講習会」等である。 

７ 実績報告 

本負担金は、研修に参加した職員の復命書によって研修の受講を確認しており、

本負担金の支出後、特に支出先から実績報告等の提出は予定していない。 

二 指摘・意見 

指摘及び意見はない。 

 

 

第１３ 一般社団法人公共建築協会負担金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

県が賛助会員として加入している一般社団法人公共建築協会の会費を負担する

ものである。 

２ 予算・決算 

平成２８年度予算額は、３万円である。平成２９年度の予算額も同額である。平

成２７年度の決算額及び平成２６年度決算額も３万円である。 

３ 経緯 

    入会当時の関係資料の保存期間が経過しているため、詳細は不明だが、現存する

資料から、遅くとも平成１１年度には県は賛助会員として会費を負担していたもの

と思われる。県が賛助会員となった理由は、①一般社団法人公共建築協会の設立趣

旨及び事業に賛同していること、②営繕業務の遂行上有益であること（各種講習会

に優先的に参加が可能。設計事務所を選定する場合に、設計事務所の業務実績等の

情報を検索利用することが可能）などにあると考えられる。 

４ 受給者 

一般社団法人公共建築協会は、国及び地方公共団体等の公共建築物の建築等の事

業の合理化と能率化に寄与するとともに、公共建築物の建築等に携わる技術者の技

術水準と地位の向上を図ることを目的として設立された法人である。 

一般社団法人公共建築協会は、公共建築物の建築等に関する調査及び研究のほか

各種講習会等を開催しており、県職員も同協会が開催する講習会等に参加している。 

５ 根拠 
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「一般社団法人公共建築協会定款」及び「一般社団法人公共建築協会の会費に関

する規則」により、賛助会員には会費の支払が義務付けられている。 

６ 申請手続 

一般社団法人公共建築協会から県に対し１事業年度毎に請求書が送付され、県で

はこれを受けて精算払いを行っている。平成２８年度は賛助会員会費１口分である

３万円の請求を受け支払っている。 

７ 実績報告 

本負担金の支払後に、支払先である一般社団法人公共建築協会から県に対する個

別の報告は特に予定されていないが、同協会の通常総会の報告において、本負担金

による収入額を含む決算状況が報告されている。 

二 指摘・意見 

    指摘及び意見はない。 

 

 

第１４ 印旛沼開発施設管理費負担金 

一 負担金の内容 

  １ 概要 

⑴ 受給者と根拠 

    県が、印旛機場及び大和田機場の操作、維持及び修繕に要する費用（以下「施設

管理費用等」という。）の一部につき、河川法１７条６６条及び千葉県知事と水資源

開発公団（当時）総裁との間で交わされた昭和４８年４月１日付け「印旛機場およ

び大和田機場の管理に関する協定書」に基づいて負担するものである。 

⑵ 負担金の性格 

施設管理費を負担金と分類しているものである。 

２ 予算・決算 

平成２８年度の予算額は、１億２１７万６０００円である。平成２９年度の予算

額は、１億１８９７万９０００円である。平成２７年度の決算額は、９５３３万円、

平成２６年度の決算額は、８８７３万円である。 

３ 経緯 

昭和４８年４月１日付け印旛機場及び大和田機場（以下「兼用工作物」という。）

の管理に関する協定に基づく。それによると、千葉県知事と水資源開発公団（当時。

現在の独立行政法人水資源機構（以下「機構」という。））総裁との間で、河川法 

１７条及び６６条の規定に基づき、兼用工作物の管理に要する費用の負担割合に関

する協定がなされ、それに基づいて県がその費用（施設管理費用等）の一部を負担

金として支払っているものである。 
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４ 受給者（機構のＨＰなどを参照） 

 受給者は、機構（独立行政法人水資源機構）である。 

機構は、産業の発展及び人口の集中に伴い、用水を必要とする地域に対する水の

安定的な供給の確保を図ることを目的に設立された法人である。そして機構は、水

資源開発水系として指定されている全国７水系（利根川、荒川、豊川、木曽川、淀

川、吉野川、筑後川）において、これまで６３事業を完成させ、さらに１０事業に

ついて建設中であるが、それらのうち改築などの重複を除く事業により建設した 

５２施設（３０ダム、水路総延長約３０２４キロメートル）を管理している（平成

２８年度「業務概要」による）。 

 ５ 根拠 

本負担金の対象とされている印旛機場、大和田機場はともに、印旛沼開発事業（従

前幾多の災害を引き起こしてきた印旛沼を、近代的な工法と大型機械の導入により、

治水、農業用水、工業用水及び水道用水の多様な利水機能を持つ沼へと変化させる

ための事業）において建設され、運転されている施設である。具体的には、印旛機

場は、印旛沼の洪水を利根川に排水する施設であり、大和田機場は、印旛沼の洪水

を東京湾に排水する施設である。 

そして、上記各機場は、水資源開発施設と河川管理施設との効用を兼ねる施設で

あることから、河川法１７条及び６６条に基づき、その施設管理費用等の負担につ

いて、機構と河川管理者である千葉県知事との間による協議がなされ、その一部 

（３８．１５％）を県が負担しているものである。 

  ６ 申請 

⑴ 手続 

    機構から、年２回、負担金納入に関する通知書及び請求書の送付を受ける形で行

われている。 

⑵ 内容 

    上記通知書には、別紙として負担金の算出根拠資料が添付されている。具体的に

は、施設別の管理費や事務費等が記載された一覧表や、管理費負担金を計算した書

類などがある。県としては、上記通知書及び請求書に基づいて河川環境課で伝票を

起票し、出納局で支払を行っている。 

  ７ 支出報告手続 

    支出報告手続は特になされていない。 

  二 指摘・意見 

   指摘及び意見はない。 
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第１５ 黒部川水門管理費負担金 

一 負担金の内容 

  １ 概要 

⑴ 受給者と根拠 

    黒部川総合開発事業に係る利根川河口堰施設のうち黒部川水門の管理に関する負

担金であり、千葉県知事と水資源開発公団（当時）副総裁との間で交わされた平成

２年４月１日付け「黒部川総合開発事業に係る利根川河口堰施設のうち黒部川水門

の管理に関する協定書」に基づいて負担するものである。 

⑵ 負担金の性格 

    施設管理費を負担金と分類しているものである。 

 ２ 予算・決算 

   平成２８年度の予算額は、１６１７万円である。平成２９年度の予算額は、 

１６４５万円である。平成２７年度の決算額は、１８４６万７０００円、平成２６

年度の決算額は、１３５２万６０００円である。 

 ３ 経緯 

    平成２年４月１日付け「黒部川総合開発事業に係る利根川河口堰施設のうち黒部

川水門の管理に関する協定書」に基づく。すなわち、県内における黒部川総合開発

事業が完成し、平成２年度から管理に移行するのに伴い、水資源開発公団（現在の

独立行政法人水資源機構（以下「機構」という。））が管理している利根川河口堰の

うち黒部川水門の管理費用等に関し、千葉県知事が一定割合の負担をする旨の協定

を行ったことによる。 

  ４ 受給者 

    受給者は、機構である。機構の概要は負担金１４の４項で記載したとおりである。 

 ５ 根拠 

    黒部川総合開発事業は、洪水調節と水道水・農業用水を供給する多目的事業であ

り、治水上は、河道断面を３００㎥/sを確保することで、沿岸の水害を防ぐ目的と

して整備が行われた。そして、利根川河口堰施設のうち黒部川水門に関しては、機

構が県のために、水道用水として最大０．６３㎥/sの取水ができるように操作する

ことのいわば対価として、県が機構に対し、同水門の管理に要する費用のうち、一

部（機構の所有に係る黒部川水門の管理に要する費用の１０００分の２２０相当額

や、付加施設の管理に要する費用全額など）を負担する協定を結んだことによる。 

  ６ 申請 

⑴ 手続 

    機構から、協定に基づく当該年度の実施計画協議を受け、年２回、負担金納入に

関する通知書及び請求書の送付を受ける形で行われている。 
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⑵ 内容 

    上記通知書には、負担金の算出根拠資料が添付されている。具体的には、当該年

度の利根川河口堰管理費の予算額の内訳が書かれた表や、費用負担内訳及び各費用

負担者の負担金額に関する計算式等が書かれている。県としては、上記通知書及び

請求書に基づいて河川整備課で伝票を起票し、出納局で支払を行っている。 

  ７ 支出報告手続 

    支出報告手続は特にされていない。 

 二 指摘・意見 

   指摘及び意見はない。 

 

 

第１６ 千葉県魅力ある建設事業推進協議会負担金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

建設業のイメージアップを図るため設立され、県の災害・建設業担当部長が構成

員となる千葉県魅力ある建設事業推進協議会の事業費の一部を県が負担するもので

ある。県の負担額は、同協議会の定期総会において決定される。 

２ 予算・決算 

平成２８年度予算額は３８万４０００円である。平成２９年度の予算額も同額で

ある。平成２７年度の決算額は、３８万４０００円、平成２６年度決算額は３０万

円である。 

３ 経緯 

    平成元年度に、旧建設省関東地方建設局（現国土交通省関東地方整備局）は、建

設業のイメージアップを図るため、産・学・官の代表者を構成委員とする「魅力あ

る建設事業推進協議会」を設置し、コンテストや技術者の顕彰等の事業を実施した。

その後、建設省から各都県に対し、各都県においても同様の協議会を設置して事業

に取り組むよう要請がなされ、これを受けて千葉県においても、平成４年４月に、

学識経験者、行政関係者及び業界関係者から成る「千葉県魅力ある建設事業推進協

議会」が設立され、建設業のイメージアップを図るために各種事業に取り組んでい

る。 

    本負担金は、平成４年度の千葉県魅力ある建設事業推進協議会の設立時に遡る。 

４ 受給者 

⑴ 千葉県魅力ある建設事業推進協議会が支払先である。 

⑵ 千葉県魅力ある建設事業推進協議会は、会長以下委員２０名、監事２名で構成さ

れる。委員構成は、学識経験者３名（会長を含む）、行政関係者３名（副会長を含む）、
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建設業団体関係者１１名及び報道関係者３名である。同協会の事務局は、県建設・

不動産業課内に置かれ、同課の職員が同協会の事務に従事するとともに、県の災害・

建設業担当部長が同協会の副会長を務めている。 

⑶ 千葉県魅力ある建設事業推進協議会では、以下の事業を行っている。 

   ① 建設業イメージアップ事業 

   Ⅰ 地域貢献事業等の広報 

   Ⅱ 県民参加事業への助成 

   ② ホームページ等運営 

   ③ 建設業活性化のための支援 

   Ⅰ 経営支援のための取組 

     「建設業経営者講習会」の共催 

   Ⅱ 後継者育成のための取組 

     出張授業（小・中学校）、出前講座（工業高校等）、意見交換会等 

５ 根拠 

本負担金の額は、毎年開催される千葉県魅力ある建設事業推進協議会の定期総会

において決定される。 

６ 申請手続 

千葉県魅力ある建設事業推進協議会の定期総会において負担額が決定された後、

県は請求書の送付を受けて支払う。平成２８年度は、平成２８年７月８日付けで 

３８万４０００円の請求があり、県は同年８月８日付けで支払済みである。 

７ 実績報告 

本負担金の支払後に、支払先である千葉県魅力ある建設事業推進協議会から県に

対する個別の報告は特に予定されていないが、同協議会の通常総会の報告において、

本負担金による収入額を含む決算状況が報告されている。 

８ その他 

千葉県魅力ある建設事業推進協議会は、翌年度の事業内容の参考とするため、各

事業を実施した際に、参加者を対象としたアンケート調査を実施している。例えば、

平成２８年度に実施した小・中学校向け出張授業では、授業実施後に生徒を対象と

したアンケート調査を実施しており、その回答状況は次のとおりである。 

〇対象 

   ・ 小学校１０校、中学校２校 計１０２３名 

    (内訳) 小学校６年生 ６校 計 ５１４名 

           ５年生 １校 計 １０２名 

             ４年生 ４校 計 ２５９名 

        中学校１年生 ２校 計 １４８名 
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   〇回答 

   ・「建設業の仕事に興味を持った」・・・「とてもそう思う」「そう思う」計８１.７％ 

   ・「建設業の仕事は大切だと思った」・・「とてもそう思う」「そう思う」計９９.６％  

   ・自由意見：陰で支えている仕事の素晴らしさを感じられ、とても良かった。  

二 指摘・意見 

  １ 指摘 

    指摘はない。 

  ２ 意見 

  ⑴ 適法性 

   ① 職務専念義務 

上記のとおり、千葉県魅力ある建設事業推進協議会の事務局は、県建設・不動

産業課内に置かれ、同課の職員が同協会の事務に従事している。このように県職

員が県以外の団体の事務を行う場合、職務専念義務との関係で、公益上の必要性

に関する検討が必要と思われる（職務専念義務に関する監査人の意見の詳細は、

負担金２３において述べる。）。よって、県職員が千葉県魅力ある建設事業推進協

議会の事務を行うことの公益上の必要性について、改めて検討を行うことが望ま

しい。 

  ⑵ 効率性 

   ① 効果の検討 

本負担金が支出されるようになってから約２５年が経過しているが、効率性の

観点からは、この間に建設業のイメージアップがどの程度図られたのか、イメー

ジアップが図られたとして具体的にどのような効果が発生しているのか等につい

て、調査・検討が必要であると思われる。 

上記のとおり、千葉県魅力ある建設事業推進協議会は、各事業を実施した際に、

参加者を対象としたアンケート調査を実施しており、当該アンケートの調査結果

が本負担金の効果を検討する一つの材料となり得る。もっとも、より長期的な観

点からの調査、例えば、出前講座を受講した工業高校の生徒の進路、進路選択の

際に出前講座を参考としたか否か等について追跡調査を行うことも効果検討の手

法として有益と考えられる。このように、本負担金の効果を検討するためには、

予算の許す範囲という制約はあるが、現在行われているアンケート調査にとどま

らないより広範な調査も含め実施を検討することが望ましい。 
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第１７ 宅地建物取引業法主管者協議会分担金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

県が構成員となっている宅地建物取引業法主管者協議会の運営費を、同協議会の

規約に基づき負担するものである。 

２ 予算・決算 

平成２８年度予算額は２万４０００円である。平成２９年度の予算額も同額であ

る。平成２７年度の決算額も、平成２６年度の決算額も、同額である。 

３ 経緯 

宅地建物取引業法主管者協議会規約の施行日は昭和５２年１月２１日であるが、

関係資料の保存期間が経過しているため、同協議会の設立経緯及び本負担金の発生

経緯は不明である。 

４ 受給者 

宅地建物取引業法の施行に伴い、国土交通省及び都道府県相互の連携を密にして、

法の適正かつ確実な運用を図るため、宅地建物取引業法主管者協議会が設置され、

国、都道府県及び賛助会員（指定試験機関及び宅建システムの管理・運営機関）が

その構成員とされ、千葉県も構成員となっている。宅地建物取引業法主管者協議会

には幹事県、庶務県及び監査県が置かれ、それぞれ一定の基準に基づいて互選によ

り選出された都道府県がその任に当たっている。本負担金は、宅地建物取引業法主

管者協議会の代表庶務県（庶務県の中から互選で選出された代表）に対し支払われ

るものである。 

宅地建物取引業法主管者協議会は、次の事業を行う。 

・宅地建物取引業免許事務等処理システムの管理・運営に関する基本方針の審議 

・職員研修の実施 

・事例研究、情報交換及び関係資料の収集 

５ 根拠 

宅地建物取引業法主管者協議会規約１３条に基づき、県は代表庶務県に対し分担

金の納付義務を負う。分担金の額は、年度毎にその前年度の前期幹事県会議におい

て決定される。 

６ 申請手続 

県は、幹事県会議で分担金額が決定された後、代表庶務県に対し本負担金を支払

う。平成２８年度は、平成２８年４月８日付けで代表庶務県である東京都から２万

４０００円の請求を受け、同年５月１１日付けで支払っている。 

７ 実績報告 

本負担金の支払後に、支払先である宅地建物取引業法主管者協議会の代表庶務県
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から県に対する個別の報告は特に予定されていないが、同協議会の総会の報告にお

いて、本負担金による収入額を含む決算状況が報告されている。 

二 指摘・意見 

指摘及び意見はない。 

 

 

第１８ 地方公務員等共済組合法に基づく地方公共団体負担金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

本負担金は、千葉県住宅供給公社に対し、地方職員共済組合の基礎年金拠出金に

係る負担に要する費用及び同組合団体共済部の事務（福祉事業に係る事務を除く。）

に要する費用を負担するものである。 

２ 予算・決算 

平成２８年度の予算額は、１７３２万５０００円である。平成２９年度の予算額

は、１５１８万６０００円である。平成２７年度の決算額は、１７６８万２０００

円であり、平成２６年度の決算額は１７８６万５０００円である。 

３ 経緯 

昭和４６年１１月に千葉県住宅供給公社が地方団体関係団体職員共済組合に加入

したことに伴い、昭和４６年度分から県が負担を開始している。なお、地方団体関

係団体職員共済組合は、昭和５７年４月に解散し、地方職員共済組合がその権利義

務を承継している。 

４ 受給者 

交付先は千葉県住宅供給公社である。同公社は、昭和２８年に財団法人千葉県住

宅協会として発足し、昭和４０年６月に制定された地方住宅供給公社法に基づき同

年１１月に千葉県住宅供給公社に改組したものである。同公社は、住宅を必要とす

る勤労者に対し居住環境の良好な住宅及び宅地を供給し、住民の生活の安定と社会

福祉の増進に寄与することを目的としている。 

５ 根拠 

   地方公務員等共済組合法１４４条の３第１項の規定により、千葉県住宅供給公社

に雇用される職員（役員、臨時職員を除く。）は、地方職員共済組合団体共済部の組

合員となり、同法の規定中、長期給付及び福祉事業に係る部分が適用される。県は、

同法１１３条４項２号及び５項の規定により、基礎年金拠出金に係る負担に要する

費用及び組合の事務（福祉事業に係る事務を除く。）に要する費用について負担する

こととされている。 

６ 申請 
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   千葉県住宅供給公社から県に対し、当該年度分の負担金の算出根拠を添付した請

求書が提出され、これに基づき負担金を支出する。 

７ 支出報告手続 

   支出報告手続等はない。 

二 指摘・意見 

   指摘及び意見はない。 

 

 

第１９ 南房総地域交通円滑化対策事業負担金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

国道４１０号の君津市南部における老朽化したトンネルへの安全対策工事によっ

て、道路幅員が減少し片側交互通行となることに伴い、並行する房総スカイライン

有料道路を無料通行措置とし、南房総地域の円滑な交通を確保することを目的とし

て、千葉県道路公社に対し支払われる負担金である。本負担金は、有料道路を無料

通行化するために支払われる負担金であり、実質的に補償金としての性格を有して

いるといえる。 

２ 予算・決算 

平成２８年度予算額は、１億７６００万円である。平成２９年度の予算額も、同

額である。平成２７年度の決算額、平成２６年度の決算額も、同額である。 

３ 経緯 

県が実施する南房総地域交通円滑化対策事業の一環として、千葉県道路公社が管

理する房総スカイライン有料道路の無料通行措置について、県と千葉県道路公社と

の間で平成２６年３月２０日に基本協定を締結した。同協定に基づき、無料通行に

伴う負担金は県が負担することとされ、年度ごとの負担金については、別途年度協

定を締結するものとされた。 

４ 受給者 

千葉県道路公社が支払先である。千葉県道路公社は、千葉県内及びその周辺地域

における有料道路の新設、改築、維持、修繕、その他の管理を総合的かつ効率的に

行うこと等により、この地域の地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を

図り、もって住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与することを目的として、昭

和４６年５月１１日に設立された団体である。 

本負担金は、千葉県道路公社が実施する房総スカイライン有料道路の無料通行措

置（実施期間：平成２６年４月１日から平成３１年４月２０日まで）を対象として

支払われるものである。 
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５ 根拠 

県と千葉県道路公社との間の平成２６年３月２０日付け基本協定及び年度毎に締

結される協定。 

６ 申請手続 

県は、半期毎に千葉県道路公社から送付される請求書に基づき本負担金を支払う。

平成２８年度は、平成２８年９月５日付けで本負担金の半額（８８００万円）、平成

２９年３月１日付けでその余の半額（８８００万円）の請求があり、県はそれぞれ

概算払いをしている。 

７ 実績報告 

本負担金の支払後に、支払先である千葉県道路公社から県に対する報告は特に予

定されていないが、同公社は、年度末に、無料通行措置を実施した旨の報告書を県

に提出している。 

二 指摘・意見 

１ 指摘 

指摘はない。 

２ 意見 

⑴ 効率性 

① 効果の検討 

県は、本負担金の支出時に、千葉県道路公社から、無料通行措置を実施したと

の報告は受けているが、利用者数等の報告は特段受けていない。本負担金の支出

によりその目的が確実に達成されたか否かを検討するため、利用者数等の報告も

受けることが望ましい。 

 

 

第２０ 東京湾アクアライン料金割引事業負担金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

東京湾アクアラインの料金引下げ措置を実施するため、東日本高速道路株式会社

関東支社との間の協定等に基づき、同社へ支払われる負担金である。本負担金は、

高速道路（東京湾アクアライン）の料金引下げ措置を実施する目的で支払われるも

のであり、実質的に補償金としての性格を有するといえる。 

２ 予算・決算 

平成２８年度予算額は、４億７５２９万円である。平成２９年度の予算額は、 

５億円である。平成２７年度の決算額は、４億９２８８万円、平成２６年度の決算

額は４億９７９５万円である。 
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３ 経緯 

県は、平成２１年８月から平成２６年３月末まで、東京湾アクアラインを通行す

る自動料金収受システム（ＥＴＣ）搭載車（普通車）の通行料を、２３２０円から

８００円に引き下げる社会実験を実施した。平成２６年４月からＥＴＣを搭載した

普通車の正規の通行料は１９２０円とされたが、県は、平成２５年１２月に国（国

土交通省）から示された方針（「新たな高速道路料金に関する基本方針」）に基づき、

引き続き値下げ分の負担を国と折半して、８００円の通行料を継続することとした。 

このような経緯に基づき、県は、東日本高速道路株式会社の間で、東京湾アクア

ライン料金引下げ措置を実施するため、平成２６年３月３１日、措置に関する業務

の分担及び費用の負担に関する基本協定（「東京湾アクアライン料金引下げ措置に

関する基本協定」）を締結し、同協定に基づく年度契約書により、平成２６年度以

降負担金を支出している。 

４ 受給者 

    東日本高速道路株式会社関東支社である。本負担金が料金値下げの対象とするの

は、東日本高速道路株式会社関東支社が管理する東京湾アクアライン川崎浮島ジャ

ンクションから木更津金田インターチェンジまでの区間を通行するＥＴＣシステム

を利用した自動車である。 

５ 根拠 

    東京湾アクアライン料金引下げ措置に関する基本協定及び年度契約書。 

６ 申請手続 

東日本高速道路株式会社関東支社は年度契約書に定められた算出根拠により本負

担金の額を算出した上で請求書を送付し、これを受けて県が本負担金の支払を行う。

平成２８年度は平成２９年４月２０日付けで４億７５２９万円の請求があり、県は

同年５月１９日付けで支払っている。 

７ 実績報告 

本負担金の支払後に、支払先である東日本高速道路株式会社関東支社から県に対

する報告は特に予定されていないが、同支社は、請求書の提出と同時に、請求額の

算定根拠として、同支社から割引がなかった場合の料金収入（１４４億２８７３万

３７７３円）と割引期間の料金収入（１３４億２１０万４５３６円）を示している。 

８ その他 

県は、平成２９年１月２６日付けで、平成２６年４月から実施されている東京湾

アクアラインの通行料金引下げ継続（アクアライン割引）による経済波及効果の取

りまとめ結果を発表している（「アクアライン割引による経済波及効果について」）。

これによれば、観光消費による経済波及効果は約９６８億円、企業の設備投資によ

る経済波及効果は約６９億円、企業の増加した生産額による経済波及効果は約 
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１１８億円であり、首都圏全体の経済波及効果は約１１５５億円と推計され、首都

圏の経済の活性化に大きく寄与していると総括されている。また、アクアラインの

平成２７年度の交通量は１日当たり４万４０００台であり、社会実験前の平成２０

年度と比較して約２．１倍、料金引下げ継続前（本負担金創設前）の平成２５年度

と比較して約１．１倍に増加しているとのことである。 

二 指摘・意見 

  １ 指摘 

    指摘はない。 

  ２ 意見 

  ⑴ 効率性 

   ① 効果の検討 

本負担金の支払により、どの程度東京湾アクアラインの交通量が増加し、経済

効果が発生したのか否かは、本負担金の必要性・有効性を判断するために重要な

評価指標であり、県は引き続きこれらの指標を調査・評価した上で、本負担金の

継続の是非について判断することが望ましい。なお、本負担金は県の財源により

支出されるものであるから、県は、可能であれば、本負担金の支出による経済効

果によって、県自身の収入（税収等）がどの程度増加したのかについても推計し、

県民に公表することが望ましい。 

 

 

 第２１ 県単街路整備事業（整備費）負担金 

   一 負担金の内容 

   １ 概要 

   ⑴ 県単街路整備事業（整備費）の負担金（以下「街路整備負担金」という。）は、踏

切の立体化等に伴って改築、移転が必要となった周辺工作物を所有する民間会社に

対して支払われる負担金である。 

⑵ 民間会社をして任意かつ迅速にその設備の改築又は移転をさせて、踏切の立体化

等を速やかに進行させるために、その設備の改築又は移転費用の一部を県が補償す

る事業が県単街路整備事業（整備費）であり、街路整備負担金は、民間会社の設備

移転についての補償という性格を持っている。 

  ２ 予算・決算 

    街路整備負担金の平成２８年度予算は、１億０８９４万６０００円である。平成 

   ２９年度の予算額は、４３８１万８０００円である。平成２７年度の決算額は 

１６１４万６０００円、平成２６年度の決算額は１３２８万２０００円である。 

３ 受給者 
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    受給者の多くは、鉄道会社各社であり、予算の大半も、鉄道各社が受給者となっ

ている事業に充てられている。これは、鉄道会社各社が持つ設備の規模が大きく、

改築費用も多額だからである。鉄道会社のほかは、鎌ケ谷市、東京電力の関連会社

及びガスプラント会社がある。 

４ 県単の意味 

    県が、国の補助を受けずに、地方税や地方債などの自主財源を使って、県の自主 

   的な判断に基づき、単独で行う公共事業を、県費単独事業というが、県単とは、そ 

   の略語である。 

  ５ 負担金額の合意手続 

  ⑴ 鉄道会社各社が受給者の場合 

    鉄道会社各社が受給者となっている場合は、負担金額の算定手続が整備されてい

る。 

  ⑵ 民間会社が受給者の場合 

   ① 協議の経緯 

民間会社が受給者の場合は、個別協議による。平成２８年度の受給者であるガ

スプラント会社との協議は、平成２１年以前から始まり、平成２１年２月２０日

付けで、「東習志野実籾線の道路立体化に伴う工作物の移設工事又は除去工事等に

関する費用負担協定（以下「個別協定」という。）」が締結され、平成２４年１０

月１５日に変更協定が締結されているが、この協定に基づいて、平成２８年３月

１８日付けで、「東習志野実籾線の道路立体化に伴う工作物の移設工事又は除去工

事等に関する費用負担協定書に規定する平成２７年度契約書 (以下「平成２７年

度契約書」という。）」が作成され、負担金額は、この契約書で定められている。

この平成２７年度契約書によれば、ガスプラント会社の設備移転又は除去工事の

費用は６５万円、消費税加算額で７０万２０００円、そのうち県が負担する金額

が１７万５５００円であるが、この県負担額は、消費税加算額の４分の１の金額

である。工事費用については、施工会社がガスプラント会社に宛てて、平成２７

年１１月付けで見積書を作成している。 

② 設備移転又は除去工事と負担金の支払 

   Ⅰ ガスプラント会社から、平成２８年３月２８日、平成２７年３月２８日付け請

求書及び平成２８年３月２８日付け工事完了報告書が提出され、平成２８年４月

１４日に支出伝票が作成され、同月２２日に１７万５５００円が支払われている。

平成２７年３月２８日付け請求書には、千葉土木事務所の平成２８年３月２８日

付け収受判が押されているが、これは請求書の日付が誤記されていたためと推測

される。 

   Ⅱ 工事完了報告書は、その作成者が施工会社ではなく、街路整備負担金の受給者
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であるガスプラント会社であり、報告内容において、施工会社名、着工日及び工

事終了日の記載がなく、添付書類の工事写真では表示板に日付の記載がなく、添

付書類に施工会社の請求書や領収書の写しが添付されていない。 

  二 指摘・意見 

 １ 指摘 

  ⑴ 効率性 

   ① ガスプラント会社の事業費算定 

 事業費は、１０ｍと５ｍのケーブル２本の移設工事費用であり、受給者から提

出された見積書によれば７０万２０００円である。その見積には、算定の根拠資

料が添付されていない。相見積も取られていないし、施工業者は事業者と社名が

類似しているが、第三者であることが確認できる資料も添付されていない。その

ため、その見積の相当性を判断できない。そして、工事完了報告書及びその添付

書類からは、請求者や領収書の添付がなされていないため、工事費用の支出を確

認することはできず、工事の実施についても着工日及び完了日も不明である。こ

れでは、事業費算定の相当性を確認できない。しかし、それだけを理由として何

らかの法的主張をすることはできないので、今回はやむを得ないとして、今後は、

受給者が見積書を作成するに際して算定の根拠とした市販の積算書の該当頁の写

し等の客観的資料、必要に応じて相見積書、受給者と見積もり業者が第三者であ

ることを知る手がかりとなる商業登記現在事項証明書等の見積の相当性を検討確

認することが出来る資料を提出させるべきである。 

  ⑵ 手続の適正 

   ① 支出証拠書類の添付の必要性 

     実際の事業費の支出を確認するために、工事完了報告書等に領収書等の支出証

拠書類を添付させるべきである。 

   ② 暴力団排除条項の制定 

     民間会社が受給者の場合、県は、千葉県暴力団排除条例の定めに従い、暴力団

の排除に努め、県の事業により暴力団を利することにならないようにしなければ

ならない。それゆえ、県は、負担金の受給者及び施工業者が暴力団ではないこと

を確認する必要があり、受給者に受給者及び施工業者の役員名簿を提出させ、県

警から提供された書式を用いて、県警に対し、受給者及び施工業者が暴力団関係

者か否かにつき照会すべきである。 

  ２ 意見 

  ⑴ 手続の適正 

   ① 工事現場の視察 

     指摘で記述した事項の事務を適正に行うためには、受給者や施工会社の事務所
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を訪れ、見積に際して現場で説明を受け、施工中及び施工後に工事現場を視察す

ることが望ましい。 

   ② 交付要綱の制定 

     市や補助金交付手続が整備されている鉄道会社以外の民間会社に対する負担金

交付については、今後の件数の見通しにもよるが、事業費の適正な見積りや千葉

県暴力団排除条例の遵守のため、交付要綱を制定することが望ましい。 

 

 

第２２ 地方公務員等共済組合法に基づく負担金（千葉県土地開発公社） 

一 負担金の内容 

１ 概要 

地方公務員等共済組合法に基づき、組合員の掛金及び負担金を負担するものであ

る。 

２ 予算・決算 

平成２８年度の予算額は、９２１万７０００円である。平成２９年度の予算額は、

８９６万５０００円である。平成２７年度の決算額は、８８６万６０００円、平成

２６年度の決算額は、８２４万３０００円である。 

３ 経緯 

地方公務員等共済組合法に基づき、昭和４９年に開始されている。 

４ 受給者 

地方公務員等共済組合法１４４条の３にあげられている法人等 

５ 根拠 

義務的負担金 

６ 申請 

千葉県土地開発公社から県に請求する際に、以下の書類が提出されている。 

・請求書 

・千葉県負担金額一覧表 

・掛金率及び負担金率等について（地方職員共済組合） 

・遡及計算書（遡及がある場合） 

・掛金等納付額計算 

７ 支出報告手続 

該当なし 

二 指摘・意見 

指摘及び意見はない。 
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第２３ ちばプロモーション協議会負担金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

ちばプロモーション協議会負担金（以下「観光協議会負担金」という。）は、県・

市町村・観光協会・商工団体・民間事業者等で構成し、千葉県における観光の産業

化の施策を検討する「ちばプロモーション協議会（以下「観光協議会」という。）」

に交付する負担金である。 

２ 予算・決算 

平成２８年度の予算額は、２９００万円である。平成２９年度の予算額も同額で

ある。平成２７年度の決算額、平成２６年度の決算額は、２４００万円である。 

３ 経緯 

⑴ 政府は、平成１５年１月、観光立国協議会を主宰し、観光立国の推進を開始し、

平成１８年１２月には観光立国推進基本法が成立し、平成１９年６月には観光立国

推進基本計画が閣議決定され、平成２０年１０月には観光庁が設置された。観光立

国推進基本法は、観光立国の実現を国の基本方針とし、これを実現する施策を総合

的かつ計画的に推進することによって、経済の発展及び国民生活の安定向上を実現

すると共に国際相互理解の増進に寄与することを目的とする法律であり、国・地方

公共団体・住民・観光事業者の責務を定めているが、地方公共団体の責務は、地域

の特性を生かした施策を策定し実施すべきこととされている。 

⑵ 県は、このような国の施策を受けて、平成１６年１０月に「観光立県ちば推進ビ

ジョン」を策定し、全県を挙げて観光振興に取り組む方向性を示した。そして、県

は、平成１９年２月、県・市町村・観光協会・商工団体・民間業者等で構成する観

光協議会の設立を主導し、平成１９年度から同協議会に対し観光協議会負担金の交

付を開始し、現在に至っている。 

４  受給者 

⑴ 目的 

観光協議会は、観光立県ちば推進ビジョンの下に、観光に関わる事業者・各種団

体・ＮＰＯ・大学・行政が協同して、県の観光産業の振興と各地域の活性化に寄与

することを目的とする。 

⑵ 役員 

役員は、会長１名、副会長若干名、理事約３０名及び幹事２名が置かれている。 

 会長は、知事であるが、双方代理による法律行為の無効を定める民法１０８条の

類推適用を避けるため、観光協議会の会長である知事は、観光協議会の事務局長に

対して資金管理を委任している。なお、最高裁判所平成１６年７月１３日判決は、

名古屋市長が他の団体の代表者として名古屋市と他の団体との売買契約を締結した
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事案につき民法１０８条の類推適用を認めている。 

⑶ 会員 

    平成２８年４月１日現在の会員は、県や市町村の外、①観光協会４７、②農林水

産団体１１、③経済・商工団体５９、④大学３、⑤交通事業者２６、⑥宿泊事業者

２０、⑦ＮＰＯ法人・ボランティアガイド団体１５、⑧観光業者４０、⑨神社・仏

閣６、⑩各種団体１２、⑪企業・団体１１１となっている。 

⑷ 組織 

組織は、最高意思決定機関として総会、執行機関として役員会と幹事会、事業の

実施に係わる組織として部会が置かれている。部会は、分野別の部会として、計画

部会、広報宣伝部会、企業部会、物産・食部会、広域連携部会及び文化部会が置か

れ、地域別の部会として、東葛飾地域部会、ベイエリア地域部会、かずさ・臨海地

域部会、北総地域部会、九十九里地域部会及び南房総地域部会がそれぞれ置かれて

いる。 

⑸ 庶務 

観光協議会の庶務は、千葉県商工労働部観光誘致促進課及び公益社団法人千葉県

観光物産協会（以下「観光物産協会」という。）が共同して行う。事務局は、観光物

産協会に設けられ、事務を統括する者として事務局長が置かれている。 

⑹ 事業 

観光協議会が実施する事業は、以下のとおりである。 

① 観光目的の来県者を増やすための広報宣伝に関すること。 

   ② 様々の分野における資源の活用に関すること。 

③ その他目的達成に必要な事業に関すること。 

⑺ 会計 

会計は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わるものとされている。 

  ⑻ 活動期間 

平成１９年度から平成３２年度までとし、それ以降の活動は別途協議することと

されている。 

５ 平成２８年度事業計画 

平成２８年度の事業計画の内容は、以下のとおりである。 

⑴ 観光プロモーションの展開 

① 年間を通した観光ＰＲ 

ポスター、観光スポット写真のＳＮＳ投稿、ウェブサイトによるキャンペーン

の広報及び県産品のプレゼント 

② 季節ごとの観光ＰＲ 

Ⅰ ゴールデンウィーク前の観光ＰＲ 
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Ⅱ 秋 

イベント企画の実施、観光パンフレット作成・配布、キャンペーンポスターの

作成・掲出、圏央道延伸を活用した茨城・栃木・福島向けの観光プロモーション、

鉄道を利用した観光プロモーション 

Ⅲ 秋以降の観光ＰＲ 

ＪＲ東日本千葉支社と連携したＰＲ、東北圏（仙台）プロモーション 

③ 千葉観光情報館「チーバくんプラザ」の有効利用  

     三井アウトレットパーク木更津にある「チーバくんプラザ」における継続的観

光ＰＲや季節に応じたイベントの実施 

④ 旅行会社・メディア等への情報発信 

教育旅行を誘致するために中京圏でキャラバンや商談会を実施し、県外のイベ

ントの際に現地のメディアを訪問して観光ＰＲを実施 

⑵ 力強い観光基盤を築く取組 

① 旅行商品造成 

Ⅰ 合同地域部会や各地域部会を開催し、平成２３年度に開始した観光資源の商品

化の取組につき、今後の進め方を確認する。 

Ⅱ 地域部会において商品開発のノウハウ取得や競争力向上を目指す。 

Ⅲ 作成した商品につき旅行会社等職員による商品審査会を開催する。 

② 観光商談会の開催・参加 

観光商談会を、平成２８年７月頃に名古屋市で、同年１０月頃に都内で、平成

２９年１月頃に仙台市でそれぞれ行う。        

③ 千葉県観光素材シート集の作成・配付 

従前取り組んで来た商品造成の成果を冊子にまとめ、旅行会社等へのセールス

活動に活用する。 

④ 商品造成モデル事業推進のための助成 

商品造成のノウハウの質を向上させ、地域のイベントと絡めた商品や広域的コ

ースの造成等、商品価値を高めるような事業提案に対して助成を行う。 

⑤ 会員の自発的取組と観光キャンペーンとの連携推進 

各会員の取組と観光キャンペーンとを連携させて裾野を広げる。 

⑥ 観光用レンタルサイクルの活用 

     株式会社千葉銀行から「観光用レンタルサイクル」が平成２７年から平成３１

年までの５年間にわたり合計３００台が寄贈されるので、これを活用する。 

⑦ 会員間交流の促進 

会員相互間の情報交換を促進し、観光産業の振興を図る。 

⑧ 各種プロモーション活動との連携 
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各事業者が実施する各種プロモーション活動、千葉インバウンド協議会、成田

空港活用協議会の取組及びオリンピック・パラリンピックに向けた県の施策との

連携を推進する。 

⑶ 全県的なおもてなし運動の展開 

   ① 全県的なおもてなし運動の展開 

「おもてなし宣言」の掲示、ピンバッジの着用等による意識向上を図る。 

② 会員が実施するおもてなしの取組との連携 

会員が企画し、実施する取組に積極的に連携する。 

③ 県施策との連動 

県が実施する「トイレ美化おもてなし運動」との連携や「おもてなし研修」へ

の会員の参加を促進する。 

６ 平成２８年度収支予算 

⑴ 収入 

① 負担金             ３０５８万００００円 

Ⅰ 県              （２９００万００００円） 

Ⅱ 市町村等            （１５８万００００円） 

② 協賛金・広告料          １００万００００円 

③ 前年度繰越金           ３３７万９０００円 

              合計３４９５万９０００円 

⑵ 支出 

① 事業費             ２９００万００００円 

Ⅰ 観光プロモーション      （２０５０万００００円） 

Ⅱ 力強い観光基盤を築く取組    （３５０万００００円） 

Ⅲ 全県的なおもてなし運動     （５００万００００円） 

② 事務費              ５７０万００００円 

③ 予備費               ２５万９０００円 

              合計３４９５万９０００円 

７ 平成２７年度事業報告及び決算 

平成２８年４月２８日開催の総会で、平成２７年度事業報告及び決算が議案にな

っている。平成２８年度の事業計画の分類に対応させて整理すると、以下のとおり

となる。 

⑴ 観光プロモーションの展開 

① 観光ＰＲイベント 

ゴールデンウィーク前観光ＰＲイベント、群馬・千葉合同観光キャンペーン、

圏央道開通ＰＲイベント（アウトレット）、千葉県産フェアでの観光ＰＲイベント
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及び圏央道開通ＰＲイベント（サービスエリア）の計５回実施している。 

② メディア向けＰＲ 

群馬のテレビ放送局２社及び新聞社１社訪問、ＦＭ放送生番組ゲスト出演 

③ 年間を通した観光ＰＲ 

Ⅰ ポスター、観光スポット写真のＳＮＳ投稿キャンペーンを平成２７年６月１日

から平成２８年３月３１日まで実施している。 

Ⅱ お得チケット付きパンフレット配布 

④ 広報宣伝活動 

観光パンフレットの配布、イベント情報を掲載した観光情報誌を作成・配布、

ポスターの作成・掲示、首都圏における秋季観光プロモーションを成田空港及び

東京ビックサイトで開催、イベント列車の運行、県広報誌の活用。 

⑤ 季節に応じたキャンペーン 

Ⅰ 夏の観光キャンペーン 

Ⅱ 早春の観光キャンペーン 

⑵ 商品造成 

① 着地型旅行商品コンテスト審査会 

各地域部会で検討した着地型観光素材７０本から事務局が選定した１９本を

対象として、旅行会社等の職員を審査員として審査し、うち１本を最優秀賞品と

して選び、これを都内千葉県観光商談会において、旅行会社の前でプレゼンテー

ションを実施した。 

② 観光商談会 

中京圏、首都圏、東北圏をそれぞれ対象とした観光商談会を各１回ずつ実施し、    

旅行会社合計４１社・１６８名、メディア７社・１６名、観光業者（千葉県） 

９２団体・１６８名が参加した。 

③ 千葉県観光素材集の作成 

ガイドブックとして「千葉県観光素材集」を県と連携して作成し、商談会を通

して旅行代理業者等に配付 

④ 各旅行会社への商品造成依頼 

ＪＲ東日本による房総観光キャンペーン等に協力、各旅行会社による各種宿泊

プラン等にパンフレット提供 

⑤ 教育旅行誘致の取組 

市町村、観光協会、観光事業者等でキャラバン隊を組み、誘致が見込まれる学

校を個別訪問、モニターツアーの実施 

⑶ おもてなし運動 

  １１２９施設・団体が参加して、「おもてなし宣言」の掲示、うちわの配布、バッ
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ジの着用を実施し、知事応接室で「おもてなし運動推進決意表明式」を行った。 

８ 観光誘客効果 

⑴ 観光入込客数 

① 平成１９年     １億３４２２万５０００人 

② 平成２６年     １億６７６６万７０００人 

増加数３３４４万２０００人         

⑵ 宿泊客総数 

① 平成１９年       １５４１万６０００人 

② 平成２６年       １６１９万３０００人 

二 指摘・意見 

１ 指摘 

    指摘はない。 

  ２ 意見 

⑴ 適法性 

 ① 職務専念義務 

   Ⅰ 県は、観光協議会の構成員であり、同時に事務局として関与し、観光協議会の

事業や会計の事務を観光物産協会と共同して行っている。これは、県職員が県以

外の団体の職務を行っていることにほかならず、派遣と実質的に異ならない。 

Ⅱ 最高裁判所平成１０年４月２４日判決は、派遣についての処分権者が職務専念

義務の免除や勤務しないことについての承認につき、「処分権者がこれを全く自由

に行うことができるというものではなく、職務専念義務の免除が服務の根本基準

を定める地方公務員法３０条や、職務に専念すべき義務を定める同法３５条の趣

旨に違反したり、勤務しないことについての承認が給与の根本基準を定める同法

２４条１項の趣旨に違反する場合には、これらは違法になると解すべきである。」

とし、その適法性の判断について、派遣により商工業の進展を図るとの市の目的

達成と派遣との具体的関連性を明らかにすべきであり、そのためには、派遣先の

実際の業務内容と市の施策との関連性、派遣先での職務の内容と市の施策との関

係について審理を尽くした上で、「市の右行政目的の達成のために本件派遣をする

ことの公益上の必要性を検討し、これらに照らして、本件職務専念義務の免除及

び（勤務しないことの）本件承認が上記各条項の趣旨に反しないかどうかを判断

する必要がある」と判示している。 

Ⅲ この判決によれば、県職員が観光協議会の事業や会計の事務をすることにつき、

職務専念義務の免除や勤務しないことについての承認があったとしても、それが

適法かどうかという問題が残るのであり、その適法性の判断は、観光協議会の業

務の内容、県職員が処理する事務の内容、そしてこれらと県の施策との関連性が
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どのようなものであるかによって、観光協議会の事務をすることの公益上の必要

性の判断が異なることもあり得ることになるから、県としては、個々の事務ごと

に当該事務をすることの公益上の必要性を検討されたい。 

⑵ 効率性 

   ① 事業の効果の判断 

観光協議会は、様々な事業を行い、観光客の増加という具体的成果をもたらし

ているが、どの事業がどの程度の効果をもたらしたかにつき、引き続き資料収集

と分析をし、これを事業活動に活用することを検討されたい。 

 

 

第２４ 企業誘致推進役負担金 

 一 負担金の内容 

１ 概要 

⑴ 受給者と根拠 

本負担金は、県が出向職員の出向元である株式会社千葉銀行に対し、当該出向職

員の給与の一部を負担するものであり、県と千葉銀行との間の合意に基づき、千葉

銀行に支払われる。  

⑵ 負担金の性格 

企業誘致推進役として県の事務に従事する職員は、出向元である千葉銀行から給

与の支払を受けているところ、本負担金は、当該職員から労務の提供を受けている

県が、千葉銀行が当該職員に支払う給与の一部を負担するものである。 

２ 予算・決算 

   平成２８年度の予算額は、７００万である。平成２９年度の予算額も、同額であ

る。平成２７年度の決算額も、平成２６年度の決算額も、いずれも７００万円であ

る。 

３ 経緯 

    県は、戦略的な企業誘致を推進する施策の一環として、民間の営業ノウハウ等を

活用した誘致活動を行うため、平成１３年１０月から株式会社千葉銀行の協力を得

て同銀行からの出向職員を企業誘致推進役として配置している。 

４ 受給者 

  負担金の交付先は、県内最大手の地方銀行である株式会社千葉銀行である。 

５ 根拠 

   県と株式会社千葉銀行との間で締結される「出向職員の取扱いに関する協定書」

「給与等の負担金に関する覚書」が負担金の根拠である。県の負担額は、出向職員

の標準的な給与額の半分を目安に設定されている。 
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株式会社千葉銀行からの出向職員が、企業誘致推進役として県の業務に従事する

ことで県が受益する。 

６ 申請 

  年度末に株式会社千葉銀行から県に対して負担金の請求がなされ、負担金が支出

される。 

７ 支出報告手続 

   支出報告手続はない。 

二 指摘・意見 

   指摘及び意見はない。 

 

 

第２５ 独立行政法人日本貿易振興機構千葉貿易情報センター支援事業に対する負担

金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

県内企業の貿易取引支援を行うため、海外市場・取引等のノウハウを有する独立

行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）との間で締結した協定に基づき、同機構千

葉貿易情報センターの管理費及び事業費の一部を負担するものである。 

２ 予算・決算 

平成２８年度予算額は、１８５４万６０００円である。平成２９年度予算額は、

１８９６万３０００円である。平成２７年度の決算額は１８１３万円、平成２６年

度決算額は１８１０万３０００円である。 

３ 経緯 

県が誘致を進めてきた旧日本貿易振興会（現日本貿易振興機構・ジェトロ）の地

方拠点である貿易情報センターが県内に設置されることを受け、県とジェトロが平

成１０年１０月１日付けで締結した協定に基づき、県が支援事業の一部を負担する

ものとした。なお、特定企業への貿易取引支援は、ジェトロの本来業務ではないた

め（日本貿易振興機構法１２条３号）、本負担金により県内企業の海外取引支援を行

うこととしている。 

４ 受給者 

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）が支払先である。同機構は、平成 

１５年１０月、日本貿易振興機構法に基づき、前身の日本貿易振興会を引き継いで

設立された。同機構は、我が国の貿易の振興に関する事業を総合的かつ効率的に実

施すること並びにアジア地域等の経済及びこれに関連する諸事情について基礎的か

つ総合的な調査研究並びにその成果の普及を行い、もってこれらの地域との貿易の
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拡大及び経済協力の促進に寄与することを目的とする（独立行政法人日本貿易振興

機構法３条）。 

本負担金は、日本貿易振興機構千葉貿易情報センターの管理費及び事業費の一部

を負担するものである。 

５ 根拠 

    設置に係る協定書 

６ 申請手続 

    本負担金は、以下のような手続を経て支払われる。 

  ⑴ 協定書に基づき負担金額を決定し、県から日本貿易振興機構に通知 

  ⑵ 事業が完了次第、千葉貿易情報センターの事業運営について県による検査確認 

  ⑶ 日本貿易振興機構から、活動報告書及び負担金交付請求を県に提出 

  ⑷ 負担金支払 

７ 実績報告 

支払先である独立行政法人日本貿易振興機構千葉貿易情報センターは、毎年４月

に前年度の活動報告書を県に提出しており、同報告書には、相談実績等が記載され

ている。これによれば、平成２８年度は、貿易投資相談を６９５件、ビジネス・サ

ポート・サービス（希望者を対象に行うジェトロ海外事務所による調査サービス等）

９１件、講演会・セミナー等の開催２１件（「フィリピン最新ビジネス事情セミナー」

ほか）、中小企業の海外展開支援１１件（外部機関主催のセミナーへの後援・協力、

講師派遣等）等が実施されている。 

二 指摘・意見 

  １ 指摘 

    指摘はない。 

  ２ 意見 

  ⑴ 効率性 

   ① 効果の検討 

日本貿易振興機構千葉貿易情報センターの活動報告書からは、同センターが県

内企業への貿易取引支援を広く行っている事実を窺うことができる。他方で、同

センターの活動が貿易取引を行おうとする県内企業にどの程度浸透しているのか、

実際に同センターの支援を受けた県内企業が同センターの支援内容をどのように

評価しているのかは、報告書のみでは判断することができない。そこで、県は、

本負担金の効果を検討するため、利用者側である県内企業も対象として、同セン

ターの活動がどの程度浸透し、評価されているのか否か等について調査し、県民

に公表することが望ましい。また、本負担金は県の財源により支出されるもので

あるから、県は、可能であれば、本負担金の支出による経済効果によって、県自
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身の収入（税収等）がどの程度増加したのかについても推計し、県民に公表する

ことが望ましい。 

 

 

第２６ 内外情勢調査会会費負担金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

千葉県商工労働部長が会員となっている一般社団法人内外情勢調査会の会費の支

払を目的とする負担金である。 

２ 予算・決算 

平成２８年度予算額は、２０万８０００円である。平成２９年度の予算額も同額

である。平成２７年度の決算額、平成２６年度決算額は、いずれも２０万７０００

円である。 

３ 経緯 

国内外の情勢について、知識の向上と理解の増進を図ることを目的として、千葉

県商工労働部長は昭和４９年度から一般社団法人内外情勢調査会の会員となり、会

費を負担している。なお、県の他の幹部職員等（以下会員名簿順によれば、知事、

県議会議長、県土整備部長、会計管理者、総務部長、水道局長、企業土地管理局長、

農林水産部長、健康福祉部長、総合企画部長、環境生活部長、病院局長及び防災危

機管理部長）もそれぞれ同調査会の会員となり、別個に会費を負担している。 

４ 受給者 

一般社団法人内外情勢調査会が支払先である。一般社団法人内外情勢調査会は、

公正な世論の醸成を目的に、報道機関の株式会社時事通信社の関連団体として、昭

和２９年１２月に設立された団体である。全国各地の企業経営者や諸団体の長らが

会員として入会し、会員への講演活動や資料提供を行っている。 

５ 根拠 

    一般社団法人内外情勢調査会の会員規約 

６ 申請手続 

県は、一般社団法人内外情勢調査会から請求を受け、支払を行っている。平成 

２８年度は、平成２８年４月１日付けで年会費２０万７３６０円（消費税込み）の

請求を受け、同月１５日に支払っている。 

７ 実績報告 

本負担金の支払後に、支払先である一般社団法人内外情勢調査会から県に対する

報告は特に予定されていない。 

二 指摘・意見 
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１ 指摘 

⑴ 効率性 

 ① 負担金交付の要否についての検討 

上記のとおり、県では、商工労働部長以外の幹部職員等もそれぞれ本調査会の

会員となり、別個に会費を負担している。しかし、部局間で情報を共有すれば、

必ずしも各幹部職員等がそれぞれ本調査会の会員である必要はないものと思われ

る上、本調査会の年会費は、租税等が原資となっていて、その金額は２０万 

７３６０円であって、安価とはいえない。よって、効率性の観点から、本負担金

の要否について検討すべきである。 

２ 意見 

  ⑴ 効率性 

   ① 情報源としての重要性等の検討 

本負担金は、「国内外の情勢について、知識の向上と理解の増進を図ること」

を目的とするものだが、本負担金の支出によって、県が具体的にどのような情報

を入手し、その情報をどのように施策に役立てているのかは不明と言わざるを得

ない。本負担金の支出が開始されてから４０年以上が経過しているが、情報の入

手経路が多様化した昨今、本会から得られる情報がどの程度重要であり、施策の

立案にどの程度有益なのかにつき、検討を行うことが望ましい。 

 

 

第２７ 長期海外派遣研修事業負担金（独立行政法人日本貿易振興機構に支払う事務負

担金） 

一 負担金の内容 

１ 概要 

職員の海外派遣に伴う必要経費として、県が独立行政法人日本貿易振興機構の事

務費の一部を負担するものである。 

２ 予算・決算 

平成２８年度予算額は、６９万８０００円である。平成２９年度の予算額は、 

１２９万６０００円である。平成２７年度の決算額は、１２９万６０００円、平成

２６年度の決算額は、５９万円である。 

３ 経緯 

県は、長期派遣研修事業として、平成４年度以降、職員を独立行政法人日本貿易

振興機構の海外事務所へ派遣し、県行政に関連する諸問題を調査研究させることに

より、職員の視野を広め資質の向上を図ることを目指している。本負担金は、職員

の海外派遣に伴う必要経費として、県が独立行政法人日本貿易振興機構の事務費に
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ついて負担金を支払うものである。 

４ 受給者 

    独立行政法人日本貿易振興機構 

５ 根拠 

    県と独立行政法人日本貿易振興機構との間で締結した「研修生に関する覚書」 

６ 申請手続 

県は、独立行政法人日本貿易振興機構から請求書が届き次第、支払を行っている。

平成２８年度の本負担金は、平成２８年１０月２８日付けで請求を受け、平成２８

年１１月２１日付けで支払っている。 

７ 実績報告 

本負担金の支払後に、支払先である独立行政法人日本貿易振興機構から県に対す

る報告は特に予定されていないが、派遣職員は四半期ごと及び派遣終了時に、県に

対し報告書を提出することとされている。 

二 指摘・意見 

指摘及び意見はない。 

 

 

第２８ 中央旅券事務所の光熱費負担金（電気等使用料） 

一 負担金の内容 

１ 概要 

県は、旅券法２１条３項に定められた法定受託事務である旅券の発給等を行うた

め、県内２箇所に旅券事務所を開設している。本負担金はこのうち中央旅券事務所

の事務処理に要する電気等の使用料を負担するものであり、同事務所の賃貸人に対

し支払われている。 

２ 予算・決算 

平成２８年度予算額は、７３８万４０００円である。平成２９年度の予算額は、

７５３万４０００円である。平成２７年度の決算額は、７１２万４０００円、平成

２６年度の決算額は、７１８万２０００円である。 

３ 経緯 

県は、平成５年度に、現在の場所（センシティタワー４階）に事務所を賃借し、

中央旅券事務所を開設した。以後、本負担金を支払っている。 

４ 受給者 

中央旅券事務所の賃貸人（不動産事業会社） 

５ 根拠 

県と賃貸人が締結した賃貸借契約書の１１条に基づき、県は前々月分の付加使用
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料（電気等の使用料）を毎月１０日までに賃貸人に支払っている。 

６ 申請手続 

県は、賃貸人から請求を受けて本負担金を支払う。請求書には、算定根拠として、

本負担金の内訳（電気使用料、空調費、冷水使用料、修理料）ごとの単価と使用量

が記載されている。平成２８年度の月ごとの請求額は、４月分・５９万９０３８円、

５月分・５８万７８００円、６月分・６３万４７０８円、７月分・６０万４２２８

円、８月分・６４万２１２０円、９月分・５６万９０９５円、１０月分・６０万 

４０５２円、１１月分・５７万２５４３円、１２月分・５５万２１７６円、１月分

５５万８１２６円、２月分・５８万４０２４円、３月分・６２万５２００円である。 

７ 実績報告 

本負担金の支出に当たり、決裁文書には中央旅券事務所次長作成に係る検査調書

（検査の結果、履行を確認した旨が記載された文書）が添付され、履行の事実を示

す検針台帳及び賃貸人作成の納品書も添付されている。 

二 指摘・意見 

指摘及び意見はない。 

 

 

第２９ 中央旅券事務所の共益費負担金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

県は、旅券法２１条３項に定められた法定受託事務である旅券の発給等を行うた

め、県内２箇所に旅券事務所を開設している。本負担金はこのうち中央旅券事務所

の事務処理に要する事務室の賃借に伴う共益費を負担するものであり、同事務所の

賃貸人に対し支払われている。 

２ 予算・決算 

平成２８年度予算額は、１０１４万２０００円である。平成２９年度の予算額も

同額である。平成２７年度の決算額及び平成２６年度の決算額も、同額である。 

３ 経緯 

県は、平成５年度に、現在の場所（センシティタワー４階）に事務所を賃借し、

中央旅券事務所を開設した。以後、本負担金を支払っている。 

４ 受給者 

中央旅券事務所の賃貸人（不動産事業会社） 

５ 根拠 

県と賃貸人が締結した賃貸借契約書の１１条に基づき、県は当月分の共益費を毎

月１０日までに賃貸人に支払っている。 
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６ 申請手続 

県は、賃貸人から請求を受けて本負担金を支払う。平成２８年度は月額８４万 

５０９５円（消費税込み）を支払っている。 

７ 実績報告 

本負担金の支出に当たり、決裁文書には中央旅券事務所次長作成に係る履行確認

書が添付されている。 

二 指摘・意見 

指摘及び意見はない。 

 

 

第３０ 東葛飾旅券事務所の光熱費負担金（電気等使用料） 

一 負担金の内容 

１ 概要 

県は、旅券法２１条３項に定められた法定受託事務である旅券の発給等を行うた

め、県内２箇所に旅券事務所を開設している。本負担金はこのうち東葛飾旅券事務

所の事務処理に要する電気等の使用料を負担するものであり、同事務所の賃貸人に

対し支払われている。 

２ 予算・決算 

平成２８年度予算額は、２１５万６０００円である。平成２９年度の予算額は、

２０６万５０００円である。平成２７年度の決算額は、１７７万５０００円、平成

２６年度の決算額は、１７５万１０００円である。 

３ 経緯 

県は、昭和６３年５月に、現在の場所（ちばぎん松戸ビル）に事務所を賃借し、

東葛飾旅券事務所を開設した。以後、本負担金を支払っている。 

４ 受給者 

東葛飾旅券事務所の賃貸人（不動産事業会社） 

５ 根拠 

県と賃貸人が締結した賃貸借契約書の４条に基づき、県電気等の使用料を毎月賃

貸人に支払っている。単価は従前１ｋｗｈ当たり３４．６７円と定められていたが、

平成２８年５月２日付け合意書により、同月発生分以降は１ｋｗｈ当たり３５． 

３４円に改定された。 

６ 申請手続 

   県は、賃貸人からの請求を受けて本負担金を支払う。平成２８年度の支払額は、

４月分・１４万２９０９円、５月分・１５万２４９２円、６月分・１６万４３３１

円、７月分・１５万０９０１円、８月分・１６万８２１８円、９月分・１４万 
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７０１４円、１０月分・１５万２３１５円、１１月分・１４万４３９９円、１２月

分・１４万８７８１円、１月分・１４万２４２０円、２月分・１４万４１８７円、

３月分・１５万６５５６円である。 

７ 実績報告 

本負担金の支出に当たり、決裁文書には東葛飾旅券事務所長作成に係る検査調書

（検査の結果、履行を確認した旨が記載された文書）が添付され、電気使用量を明

らかとするため、前月末と当月末の電気メーターの数値を記載した書面も添付され

ている。 

二 指摘・意見 

指摘及び意見はない。 

 

 

第３１ 東葛飾旅券事務所の共益費 

一 負担金の内容 

１ 概要 

県は、旅券法２１条３項に定められた法定受託事務である旅券の発給等を行うた

め、県内２箇所に旅券事務所を開設している。本負担金はこのうち東葛飾旅券事務

所の事務処理に要する事務室の賃借に伴う共益費を負担するものであり、同事務所

の賃貸人に対し支払われている。 

２ 予算・決算 

平成２８年度予算額は、６６７万２０００円である。平成２９年度の予算額も同

額である。平成２７年度の決算額及び平成２６年度の決算額も、同額である。 

３ 経緯 

県は、昭和６３年５月に、現在の場所（ちばぎん松戸ビル）に事務所を賃借し、

東葛飾旅券事務所を開設した。以後、本負担金を支払っている。 

４ 受給者 

東葛飾旅券事務所の賃貸人（不動産事業会社） 

５ 根拠 

県と賃貸人が締結した賃貸借契約書の４条に基づき、県は当月分の共益費を当月

中に賃貸人へ支払っている。単価は坪当たり３１３２円とされている。 

６ 申請手続 

県は、賃貸人からの請求を受けて本負担金を支払う。平成２８年４月分から平成

２９年２月分までの支払額は各５５万５９６１円（消費税込み）、同年３月分の支払

額は５５万５９６４円（消費税込み）であり、年度間の支払額の合計は６６７万 

１５３５円である。 
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７ 実績報告 

本負担金の支出に当たり、決裁文書には東葛飾旅券事務所長作成に係る検査調書

（検査の結果、履行を確認した旨が記載された文書）が添付されている。 

二 指摘・意見 

指摘及び意見はない。 

 

 

第３２ 千葉県統計協会会費 

一 負担金の内容 

１ 概要 

千葉県統計協会の正会員である県が、協会の会則に基づき毎年度会費として支出

している負担金である。 

２ 予算・決算 

平成２８年度の予算額は、６６万５０００円である。平成２９年度の予算額も同

額である。平成２７年度の決算額、平成２６年度の決算額も、同額である。 

協会専任嘱託職員（１名）の人件費の４分の１相当額である。 

（人件費財源 県会費：４分の１、市町村会費：４分の１、事業収入：２分の１） 

３ 経緯 

昭和４８年度に開始されている。それ以前の経緯は、関係書類が保存されておら

ず不明である。 

４ 受給者 

千葉県統計協会 

５ 根拠 

任意的負担金 

６ 申請 

該当なし 

７ 支出報告手続 

該当なし 

二 指摘・意見 

指摘及び意見はない。 
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第３３ 千葉県企業土地管理局及び千葉県水道局工業用水部（旧企業庁）仮移転先賃貸

オフィス共益費負担金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

県警本部新庁舎建設に伴い、建設用地の旧南庁舎に入居していた旧企業庁（現在

の企業土地管理局及び水道局（旧企業庁工業用水部））の仮移転先である幕張テクノ

ガーデンの共益費について、仮移転の原因者である県が賃貸人の株式会社幕張テク

ノガーデンに対し支出するものである。県は企業土地管理局及び水道局（旧企業庁

工業用水部）から同額を負担金として徴収していた。 

なお、この支払・徴収事務を効率化・明確化するため、仮移転先である株式会社

幕張テクノガーデンと締結している賃貸借契約を、平成２９年度より企業土地管理

局へ承継し、株式会社幕張テクノガーデンへの共益費の支払を企業土地管理局が直

接行うこととしたため、県の共益費負担金の支出はなくなった。 

２ 予算・決算 

平成２８年度の予算額は、６１５６万７０００円である。平成２９年度の予算額

は、５２７４万２０００円である。平成２７年度の決算額、平成２６年度の決算額

は、いずれも６１５６万７０００円である。 

３ 経緯 

以下の表のとおりである。 

年  月 経    過 

平成１６年 

３月２２日  

 

 

 

平成１７年 

３月２２日 

 

平成１８年 

４月１日 

 

 

 

 

 

 

第１３回警察本部新庁舎建設検討委員会において「仮移転及び仮

移転期間中の企業庁及び水道局に係る経費のうち光熱水費・維持

管理費以外のものを原因者（一般会計）で負担することとする。」

旨、決定される。 

 

第１５回警察本部新庁舎建設検討委員会において「企業庁の仮移

転先を、幕張テクノガーデンとする。」旨、決定される。 

 

株式会社幕張テクノガーデンとの賃貸借契約を締結。 

賃貸借期間 Ｈ１８．４．１～Ｈ２３．４．３０ 

賃貸借面積 ３８１１㎡ 

企業庁が仮移転先オフィスにて業務開始。 

株式会社幕張テクノガーデンへの共益費負担金の支払を開始。

（単価：月額１４４０円/㎡） 

企業庁との協議に基づき、共益費相当額の受入を開始。 
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平成２２年 

１２月７日 

 

 

 

平成２３年 

４月１日 

 

平成２８年 

４月１日 

 

 

 

平成２８年 

１２月２６ 

日 

 

 

 

平成２９年 

４月１日 

 

企業庁の組織変更に伴い賃貸オフィス５１２．０３㎡の一部解約

を株式会社幕張テクノガーデンへ届出。 

賃貸借面積 ３８１１㎡→３２９８．９７㎡に変更 

（Ｈ２３．６．７付けで解約） 

 

賃貸オフィス契約締結。 

 賃料の変更 ６５９円／㎡→１１００円／㎡ 

 

企業庁が企業土地管理局へ改組される。 

工業用水部が水道局へ移管される。 

平成２８年度の負担金徴収について、企業土地管理局、水道局と

協議。 

 

工業用水部の水道局幕張庁舎への移転に伴い賃貸オフィス  

５１９．９６㎡の一部解約を株式会社幕張テクノガーデンへ届

出。 

賃貸借面積 ３２９８.９７㎡→２７７９．０１㎡に変更 

（Ｈ２９．６.３０付けで解約） 

 

株式会社幕張テクノガーデンと締結している賃貸借契約を、企業

土地管理局へ承継 

４ 受給者 

共益費、光熱水費、維持管理費を、使用者である企業土地管理局及び水道局（旧

企業庁工業用水部）との協議に基づき、同額を負担金として徴収している。 

５ 根拠 

任意的負担金である。 

二 指摘・意見 

指摘及び意見はない。 

 

 

第３４ 住民基本台帳法に係る地方公共団体情報システム機構事務負担金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

地方公共団体情報システム機構の運営に要する費用は、同機構の定款で定めると

ころにより、地方公共団体が負担する（地方公共団体情報システム機構法）。当該負

担金は、同法に定められた運営費の負担金である。 

２ 予算・決算 
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平成２８年度の予算額は、９５００万円である。平成２９年度の予算額は、 

７０００万円である。平成２７年度の決算額は、４８５７万４０００円、平成 

２６年度の決算額は２７３２万２０００円である。 

３ 経緯 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が施行

されたのに伴い、住民基本台帳法が改正され、改正前住民基本台帳法３０条の２０

の規定に基づき支出していた交付金から、地方公共団体情報システム機構法３２条

の規定に基づく負担金とされたものである。 

４ 受給者 

負担金の受給者は地方公共団体情報システム機構である。 

５ 根拠 

地方公共団体情報システム機構法を根拠とする。 

６ 申請 

地方公共団体情報システム機構の定款により負担金が支出される。 

７ 支出報告手続 

定められていない。 

二 指摘・意見 

指摘及び意見はない。 

 

 

第３５ 総合行政ネットワーク負担金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

地方公共団体情報システム機構法３２条に基づき、総合行政ネットワーク（ＬＧ

ＷＡＮ）の運営費に充てるため、同ネットワークを運営する地方公共団体情報シス

テム機構に対し支払うものである。 

２ 予算・決算 

平成２８年度予算額は、５３７６万４０００円である。平成２９年度の予算額も

同額である。平成２７年度決算額は３４１４万２０００円、平成２６年度決算額は 

３７８６万１０００円である。 

３ 経緯 

総合行政ネットワーク（以下「ＬＧＷＡＮ」という。）とは、政府のミレニアムプ

ロジェクト（平成１１年１２月１９日内閣総理大臣決定）において、地方公共団体

における電子政府の基盤と位置づけられて構築された、高度なセキュリティを維持

した行政専用の閉域ネットワークである。地方公共団体の組織内ネットワーク（庁
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内ＬＡＮ）を相互に接続し、地方公共団体間のコミュニケーションの円滑化、情報

の共有による情報の高度利用を図ることを目的としており、全ての都道府県及び市

区町村がＬＧＷＡＮに接続している。また、国の府省間ネットワークである「政府

共通ネットワーク」とも相互に接続しており、地方公共団体と国の府省との行政情

報の連携基盤としても機能している。県は、平成１５年１１月１日からＬＧＷＡＮ

の利用を開始している。 

４ 受給者 

地方公共団体情報システム機構が支払先である。同機構は、地方公共団体が運営

する組織（地方共同法人）として、住民基本台帳法、電子署名等に係る地方公共団

体情報システム機構の認証業務に関する法律及び行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律の規定による事務並びにその他の地方公共

団体の情報システムに関する事務を地方公共団体に代わって行うとともに、地方公

共団体に対してその情報システムに関する支援を行い、もって地方公共団体の行政

事務の合理化及び住民の福祉の増進に寄与することを目的に、平成２６年４月１日

に設立された。 

５ 根拠 

ＬＧＷＡＮの運営は、地方公共団体情報システム機構が同機構定款２２条４号の

規定により行い、運営に要する費用は地方公共団体情報システム機構法３２条の規

定により各都道府県が負担金として負担するものとされている。負担金額は、機構

代表者会議において決定される。平成２８年度の県の当初負担額は３９９０万 

１０００円と定められたが、ＬＧＷＡＮ運営業務の平成２７年度決算により未払返

還負担金（次期繰越収支差額相当額）が生じたことから、当初負担額が減額調整さ

れることとなった。減額調整後の県の負担額は３３１０万９０００円である。 

６ 申請手続 

県は、地方公共団体情報システム機構から請求を受けて支払う。請求は四半期毎

になされており、平成２８年度の第１四半期分から第３四半期分までの請求額はそ

れぞれ９９７万５０００円、第４四半期分の請求額は３１８万４０００円である。 

７ 実績報告 

県は、ＬＧＷＡＮの業務について、担当者による検査を行い、履行を確認した旨

の検査調書を作成している。平成２８年度は、平成２９年２月１７日に検査を行い、

本業務について履行を確認している。 

二 指摘・意見 

指摘及び意見はない。 
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第３６ 公的個人認証サービス負担金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

地方公共団体情報システム機構法３２条に基づき、公的個人認証サービスの運営

費に充てるため、同サービスを運営する地方公共団体情報システム機構に対し支払

うものである。 

２ 予算・決算 

平成２８年度予算額は、６２５４万１０００円である。平成２９年度の予算額は、

８９４０万６０００円である。平成２７年度決算額は５６５０万３０００円、平成

２６年度決算額は６５０２万１０００円である。 

３ 経緯 

公的個人認証サービスとは、インターネット等を利用した行政手続を行う際に、

本人確認ができる手段（電子認証）を全国的に安価で提供するサービスである。平

成２７年度以前、公的個人認証サービスは都道府県知事が運営することとされ、全

都道府県が財団法人自治体衛星通信機構に運営を委任し、運営に要する費用は都道

府県から同機構に交付金として支出され、公的個人認証サービス都道府県協議会（各

都道府県で構成）が実施する安全性テストなどの共通基盤運用事業の費用等は、同

協議会に負担金として支出されていた。しかし、法改正により、平成２８年度以降

は、地方公共団体情報システム機構が公的個人認証サービスを運営するものとされ、

運営に要する全ての費用は地方公共団体情報システム機構法３２条により、各都道

府県が負担金として負担することとされた。 

４ 受給者 

地方公共団体情報システム機構が支払先である。同機構は、地方公共団体が運営

する組織（地方共同法人）として、住民基本台帳法、電子署名等に係る地方公共団

体情報システム機構の認証業務に関する法律及び行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律の規定による事務並びにその他の地方公共

団体の情報システムに関する事務を地方公共団体に代わって行うとともに、地方公

共団体に対してその情報システムに関する支援を行い、もって地方公共団体の行政

事務の合理化及び住民の福祉の増進に寄与することを目的に、平成２６年４月１日

に設立された。同機構は、「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証

業務に関する法律」に基づき、公的個人認証サービスを運営している。 

５ 根拠 

地方公共団体情報システム機構法３２条。負担金額は、機構代表者会議において

決定される。 

平成２８年度の県の当初負担額は６２８４万７６９１円と定められたが、公的個
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人認証サービス業務の平成２７年度決算により未払返還負担金（次期繰越収支差額

相当額）が生じたことから、当初負担額が減額調整されることとなった。減額調整

後の県の負担額は５９０２万８９９５円である。 

６ 申請手続 

県は、地方公共団体情報システム機構から請求を受けて支払う。請求は年３回に

分けて行われており、１回目の請求額は２０９３万９０００円、２回目の請求額は

１６７５万１０００円、３回目の請求額は２１３３万８９９５円である。 

７ 実績報告 

県は、公的個人認証サービスの業務について、担当者による検査を行い、履行を

確認した旨の検査調書を作成している。平成２８年度は、平成２９年２月２１日に

検査を行い、本業務について履行を確認している。 

二 指摘・意見 

指摘及び意見はない。 

 

 

第３７ 地方電子申告に係るシステム都道府県負担金 

一 負担金の内容 

  １ 概要 

⑴ 受給者と根拠 

本負担金の正式名称は、一般社団法人地方税電子化協議会会費及び負担金である。

一般社団法人地方税電子化協議会（以下「地電協」という。）が交付相手となる。千

葉県は、地電協の会員となり、会費及び負担金等を納めている。 

⑵ 負担金の性格 

    会費である。 

 ２ 予算・決算 

    平成２８年度の予算額は、２３６０万６０００円である。平成２９年度の予算額

は、２６４０万４０００円である。平成２７年度の決算額は、２２３９万２０００

円、平成２６年度の決算額は、２１７１万円である。 

 ３ 経緯 

地方税ポータルシステム（通称「ｅＬＴＡＸ（エルタックス）」）は、インターネ

ットを通じて地方税に関する手続を電子的に行うことを目的として、全国の都道府

県・市町村が組織する地電協が主体となって開発・運営をしている。 

千葉県においては、平成１８年１月から地方税電子申告システムの運用を開始し、

法人県民税・事業税について、納税者または代理人からの電子申告・届出を受理し

ている。 
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また、国税連携システムは、ＬＧＷＡＮ回線により国税庁から確定申告データ等

が各都道府県、市町村へ送信されるシステムであり、千葉県では平成２３年１月か

ら運用を開始し、受信したデータを基に個人事業税の賦課処理を行っている。地電

協においては、これらシステムの運営費のほか、次期システム更改に向けての開発

積立てを行い、負担の平準化を図ることとしている。 

  ４ 受給者 

    受給者は、地電協である。地電協は、地方公共団体の相互協力を基本理念として

地方税の電子化を推進することにより、納税者の利便性の向上を図るとともに、地

方税務行政の高度化及び効率化に寄与することを目的として設立された団体である。 

    同協議会の実施事業は、電子申告等事業、公的年金からの特別徴収に係る経由機

関事業、国税連携事業である。 

 ５ 根拠 

    一般社団法人地方税電子化協議会定款、会費及び負担金規則、会費調整率算定要

綱 

  ６ 申請 

⑴ 手続 

    地電協から、会費及び負担金規則、経由機関業務分担金規則に基づき通知書兼請

求書の送付を受ける形で行われている。 

⑵ 内容 

    請求金額について記載されているが、請求金額については税収、申告件数に応じ

て決定されており、公平性は確保されている。 

 二 指摘・意見 

   指摘及び意見はない。 

 

 

第３８ ＷＢＧ共益費等負担金 

一 負担金の内容 

１ 概要 

県が事務所として賃借する千葉市美浜区中瀬所在の建物（ワールドビジネスガー

デン。以下「ＷＢＧ」という。）の共益費等（事務所賃借に伴う清掃負担金、殺鼠殺

虫点検駆除業務負担金及び電気料負担金）の支払を目的とした負担金である。本負

担金は、賃貸借契約に基づき賃貸人に対し支払われる。 

２ 予算・決算 

平成２８年度の予算額は、５３８万７０００円である。平成２９年度の予算額は 

５３２万７０００円である。平成２７年度決算額は４９７万５０００円、平成２６
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年度の決算額は、５０８万９０００円である。 

３ 経緯 

ＷＢＧの賃借開始時期である平成１５年１２月から負担している。契約は以後２

年毎に更新している。 

４ 受給者 

    ＷＢＧの賃貸人（不動産事業会社）。 

５ 根拠 

    県と賃貸人との間で締結した賃貸借契約に基づき支払っている。 

６ 申請手続 

    県は賃貸人からの毎月請求を受けて支払っている。 

７ 実績報告 

本負担金の支出に当たり、決裁文書には総務ワークステーション所長作成に係る

検査調書（検査の結果、履行を確認した旨が記載された文書）が添付されている。 

二 指摘・意見 

    指摘及び意見はない。 

 

 

 第３９ 一般財団法人救急振興財団負担金  

  一 負担金の内容 

  １ 概要 

  ⑴ 受給者と根拠 

全国知事会において受給者である財団法人救急振興財団（当時）を設立すること

として、設立の際に全都道府県が出資することとしたと考えられる（資料は現存せ

ず）。 

  ⑵ 負担金の性格 

全都道府県による出資を財源として設立された法人の運営費の一部 

 ２ 予算・決算 

   平成２８年度の予算額は、１８８０万円である。平成２９年度の予算額は、 

１８９０万円である。平成２７年度の決算額は、１８８０万円、平成２６年度の決

算額は、１９４０万円である。 

３ 経緯 

文書名については不明であるが、平成２年１２月２１日の全国知事会の場におい

て、全都道府県の出資による財団設立の方針が了承されその後、平成３年５月２９

日付け救事総発第２号により、財団設立についての通知を受けた。 

平成３年５月２９日付け救事総発第３号により、当該法人への出損金及び負担金
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について、依頼を受けている。 

４ 受給者 

一般財団法人救急振興財団 

当該法人は、プレホスピタル・ケアの充実を目的として、平成３年４月に成立し

た救急救命士法を受けて、消防機関の救急救命士養成を主たる目的に、同年５月、

全国４７都道府県の共同出資により設立された財団法人である。 

また、救急救命士の要請を計画的に進めるとともに、併せて救急に関する調査研

究事業、地方公共団体が行う応急手当の普及啓発支援事業、国民から寄せられた寄

付金からなる救急基金事業を行っている。 

  ５ 根拠 

  ⑴ 上記３（経緯）のとおり 

  ６ 申請・支出報告手続 

⑴ 手続 

  規定は特になし 

⑵ 内容（作成される書類） 

  負担金請求書、負担金計算用統計値、事業計画、予算書 

  二 指摘・意見 

指摘及び意見はない。 

   



- 350 - 

 

第３編 交付金 

第１ 運輸事業振興助成交付金 

一 交付金の内容 

１ 概要 

運輸事業振興助成交付金（以下「運輸事業交付金」という。）は、一般社団法人で

ある千葉県バス協会及び千葉県トラック協会に対し、その旅客又は貨物の輸送の安

全確保、サービス向上、効率性の確保等を目的として交付される補助金的な交付金

である。 

２ 予算・決算 

    平成２８年度の予算額は、７億８６１２万６０００円であり、うち千葉県バス協

会への交付額が６６１５万円、千葉県トラック協会への交付額が７億１９９７万 

６０００円である。平成２９年度の予算額も同額である。平成２７年の決算額は 

７億９２４１万４０００円、平成２６年度の決算額は７億７８２９万６０００円で

ある。 

３ 経緯 

  ⑴ 昭和５１年度の税制改正により軽油引取税が増税された際、営業用トラック及び

バスについては、公共性が高いことから、自家用車両よりも優遇すべきであるとの

議論があった。しかし、徴税において営自格差を設けることが困難であるため、税

制調査会は、昭和５０年１２月、営業用トラック及びバスについては、別途特別な

配慮を行うことが必要との答申をした。これを受けて、政府は、事務次官通達によ

り、営業用トラック及びバスについては、都道府県が都道府県トラック協会及び都

道府県バス協会に対して運輸事業振興助成交付金を交付することによって営自格差

を設けることにし、その予算の補填措置として、国が都道府県に対して地方交付税

交付金を交付する制度を創設した。 

⑵ 平成１２年４月１日、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法

律（通称「地方分権一括法」）が施行され、これにより、地方自治法２４５条の２に、

「普通公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなけ

れば、普通公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされ

ることはない。」という「関与の法定主義」が規定されて、通達行政が廃止されたが、

運輸事業振興助成交付金について法的根拠となる法律は制定されず、そして、国か

ら交付される地方交付税交付金は一般会計に組み入れられる仕組みのままとされた。

その結果、都道府県に、運輸事業振興助成交付金を削減する動きが広まり、平成 

２３年度には、削減した地方公共団体は１９府県となった。 

  ⑶ このような動きに対抗して、平成２３年８月、運輸事業の振興の助成に関する法

律が制定された。同法は、都道府県に対して運輸事業振興助成交付金を交付するよ
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う努力すべき義務を課し、その総額につき平成６年度以降に交付された各年度にお

ける総額（およそ２００億円）の水準が確保されることを基本として総務省令・国

土交通省令で定めるところにより算定した額を基準とするとし、その使途を旅客又

は貨物の輸送の安全の確保に関する事業、輸送サービスの改善に関する事業、環境

対策及び地球温暖化対策の推進に関する事業、その他軽油を燃料とする自動車を用

いる運輸事業の振興に資する事業に充てるべきと定め、交付を受ける者に交付金を

充てて行った事業の実績等を報告すべき義務を課し、そして、財政上の措置として

交付に要する経費は都道府県に交付する地方交付税額の算定に用いる基準財政需要

額に算入すると規定している。 

  ４ 運輸事業振興助成交付要綱 

  ⑴ 目的 

    平成２２年度税制改正大綱により、軽油引取税の税率を引き上げていた暫定税率

が廃止された後もその税率水準を維持することが決定され、軽油を燃料とするディ

ーゼルエンジン登載のバスや貨物自動車を用いて行われる旅客運送や貨物運送の事

業に引き続き負担が課せられることに鑑み、運輸事業の振興の助成に関する法律に

基づき、予算の範囲内で運輸事業振興助成交付金を交付することによって、当該事

業に係る費用の上昇の抑制及び輸送力の確保に資することを目的とする。 

  ⑵ 交付対象者 

    交付の対象者は、軽油を燃料とするディーゼルエンジン登載の自動車を用いる運

輸事業を営む者を構成員とし、千葉県を区域とする一般社団法人千葉県バス協会及

び一般社団法人千葉県トラック協会である。 

  ⑶ 交付金の使途 

    交付金の使途は、軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業（以下「特

定運輸事業」という。）を営む者が行う旅客又は貨物の輸送の安全の確保に関する事

業、サービスの改善及び向上に関する事業、公害の防止、地球温暖化防止その他環

境の保全に関する事業、事業の適性化に関する事業、共同利用に供する施設の設置

及び運営に関する事業、震災等の災害時に必要な物資を輸送するための体制の整備

に関する事業、経営の安定化に寄与する事業等に限定されている。 

  ⑷ 交付の条件 

    交付について以下の条件が付される。 

   ① 交付金に係る事業の内容又は事業に要する経費の配分を変更しようとするとき、

又は、交付金に係る事業を中止し、又は廃止しようとするとき及び基金を処分し

ようとする場合は、知事の承認を得なければならない。 

   ② 事業が予定の期間内に完了する見込みがないときは、知事に報告してその指示

を受けなければならない。 
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   ③ 交付金に係る会計は、他の会計と区分して経理し、収支簿を備え、その支出内

容を整備し、事業年度終了後５年間保存しなければならない。 

  ⑸ 交付申請 

   ① 申請書 

     申請書には、以下の事項を記載すべきと規定されている。 

   Ⅰ 事業の名称及び目的  

   Ⅱ 交付金の額 

   Ⅲ 事業完了予定日 

   ② 添付書類 

     以下の書類を添付すべきものと定められている。 

   Ⅰ 事業計画書及び資金計画書（事業の内容及び経費の配分の明細） 

   Ⅱ 各種共同施設に係る設計図（若しくは仕様書）並びに設計書（若しくは見積書）

及び備品購入に係る見積書 

   Ⅲ 総会議事録 

   Ⅳ 暴力団排除に関する誓約書 

   Ⅴ 役員名簿 

   Ⅵ その他 

  ⑹ 実績報告 

   ① 実績報告書 

     実績報告書には、以下の事項を記載すべきものと規定されている。 

   Ⅰ 事業の目的 

   Ⅱ 交付決定額 

   Ⅲ 実績額 

   Ⅳ 事業の成果 

     事業実績（事業計画書及び資金計画書の様式に準じて作成） 

   Ⅴ 事業完了期日 

   ② 添付書類 

     以下の書類の添付が求められている。 

   Ⅰ 各種施設に係る写真 

   Ⅱ 共同施設に係る契約書の写し（若しくは支出証拠書類の写し）及び備品購入に

係る支出証拠書類の写し 

   Ⅲ その他、実績に係る資料 

  ５ 千葉県バス協会の交付申請と実績報告 

  ⑴ 交付申請 

   ① 交付申請書 
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     交付申請書には、以下の事項が記載されている。 

   Ⅰ 事業の名称及び目的  運輸事業振興助成交付金事業 

   Ⅱ 交付金の額      ６６１５万円 

   Ⅲ 事業完了予定日    平成２９年３月３１日 

   ② 添付書類 

     以下の書類が添付されている。 

   Ⅰ 安全運行の確保等交通安全対策に関する事業（各種受講料） 

     運転手等をして安全確保のための適正診断等を受けさせる事業であり、予算額

は８６８万５８００円である。 

    ａ 運転者適正診断 予算額５７３万１６００円 

      運転者等をして、独立行政法人自動車事故対策機構（略称は「ＮＡＳＶＡ」）

が実施する運転者適正診断の受診をさせる事業である。同機構の運営形態業務

範囲は、独立行政法人自動車事故対策機構法に定められている。予算は、受診

予定者数２４９２名に一人当たりの受診料２３００円を乗じて算出した 

５７３万１６００円である。 

    ｂ 運行管理者基礎講習 予算額１０３万５３００円 

      運行管理者（運送事業者において当該事業年度で初めて運行管理者に選任さ

れ、以前に基礎講習を受講していない者）をして、上記機構が実施する運行管

理者基礎講習（３日間で合計１６時間）を受講させる事業である。予算は、受

講予定者数１１９名に一人当たりの受講料８７００円を乗じて算出した 

１０３万５３００円である。 

    ｃ 運行管理者一般講習 予算額１９１万８９００円 

      運行管理者及び運行管理者補助者をして、上記機構が実施する一般管理講習

（１日で５時間）を受講させる事業である。予算は、受講予定者数６１９名に

一人当たりの受講料３１００円を乗じて算出した１９１万８９００円である。 

   Ⅱ 共同施設の整備運営に関する事業 

     ５社共同で停留所等の上屋､ 標識及び案内板を設置する事業であり、予算額は

３２５万３０００円である。 

   Ⅲ 輸送サービス改善、その他公共の利便に資する事業及びバス事業者が行う事業 

    ａ ポスター 予算額７０万円 

      事業名は「ポスター」、内容は「走行環境・他」、業者名は印刷業者と記載さ

れているので、ポスターの印刷であることは分かるが、内容は記載からは理解

し難く、枚数や貼付場所も不明である。 

    ｂ 貸切類似行為防止キャンペーン 予算額１１５０万円 

      事業名は「貸切類似行為防止キャンペーン」、内容は「３１０万袋」、業者名
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は印刷業者であり、単価は約３８円と記載されているので、封筒にキャンペー

ン内容を印刷して配付する事業と解されるが、配布先３１０万袋の算定根拠が

不明である。 

    ｃ バスの日 予算額１３０万円 

      事業名に「バスの日（９月２０日）と記載されているのみであり、実績報告

を読むと、各バス会社に支出されているので、各バス会社がバスを有償で提供

して運行する事業と解されるが、具体的内容は不明である。 

   Ⅳ 千葉県バス総合案内システム整備事業 

     千葉県バス総合案内システムの維持管理費であり、予算額は２５０万円である。 

   Ⅴ 人と環境に優しいバス等導入助成事業 

    人と環境に優しいバス等の導入を助成する事業とのみ記載してあり、それだけ

では理解できないが、実績報告を読むとハイブリッドバス、ノンステップバス、

リフト付きバス及び燃費基準達成車バスの導入を助成する事業と分かる。予算額

は６９９万４０００円である。 

   Ⅵ 事故防止対策事業 

     予算額は１０３８万６２００円である。 

   Ⅶ バス活性化対策事業 

     予算額は６００万円である。 

   Ⅷ その他（事務運営費外） 

     予算額は４０万円である。 

  ⑵ 実績報告 

  ① 実績報告書 

     要綱で定められた書式に従って実績報告書が作成されている。 

   Ⅰ 事業の目的 

     申請書に添付されている「資金計画及び事業計画書」の２の「交付金の使途」

に記載されている⑴から⑻までの事業がそのまま記載されている。 

   Ⅱ 交付決定額 

     交付決定額は、交付申請額と同額の６６１５万円である。これに基金取崩し額

として９９万９９７２円と利息収入１９３円の合計６７１５万１６５円が記載さ

れている。この金額が事業を実施するために支出した費用の総額である。 

   Ⅲ 交付金実績額 

    実績額は、６６１５万円であり、事業実施のために支出した金額は、実績額 

６６１５万円に基金取崩し額９９万９９７２円及び利息収入１９３円を加えた 

６７１５万１６５円である。 

   ② 添付書類 
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     実績報告書の別紙として「平成２８年度運輸事業振興助成交付金事業実績明細

書」が綴られ、これに交付金の二次受給者作成の請求書や工事写真の写し等が添

付されている。なお、県では、毎年、職員が往査して、支出が適正になされてい

るかを確認するため、関係帳簿等を調査している。 

６ 千葉県トラック協会の交付申請と実績報告 

  ⑴ 交付申請 

   ① 交付申請書 

     交付要綱に定められた書式の申請書が提出されている。記載事項は、以下のと

おりである。添付書類の記載は、書式のとおりである。 

   Ⅰ 事業の名称及び目的  運輸事業振興事業 

   Ⅱ 交付金の額      ７億１９９７万６０００円 

   Ⅲ 事業完了予定日    平成２９年３月３１日 

   ② 添付書類 

     事業の具体的内容は、資金計画及び事業計画書に記載されている。その記載内

容は、以下のとおりである。 

   Ⅰ 交通安全対策事業 

     以下の具体的事業の総称であり、予算額は２億８６２４万２０００円である。 

ａ 追突事故防止セミナーの開催と追突警報装置の導入 

    ｂ ＥＴＣ２．０（高速・大容量通信により、広範囲の渋滞・規制情報提供や安

全運転支援等の情報を提供する通信サービス）の受信装置導入 

    ｃ 初任運転者及び管理者を対象とした教育 

    ｄ 「交通事故・労災災害」防止大会を開催 

    ｅ ドライブレコーダー及びデジタルタコグラフの導入助成 

    ｆ 運転者を対象とする定期健康診断受診費用の助成 

    ｇ 春秋の「全国交通安全運動」等の各種安全キャンペーン 

    ｈ 運転適正診断受診及び運転記録証明書の取得の費用助成 

ｉ 自動車安全運転センターと連携し、無事故・無違反を競う「セーフティドラ

イバーズちば」の参加者拡大 

   Ⅱ 環境保全対策事業 

     以下の具体的事業の総称であり、予算額は７９６０万７０００円である。 

    ａ 事業者が自ら行う環境保全対策「グリーンエコプロジェクト」活動の推進 

    ｂ 圧縮天然ガス自動車・ハイブリッド車等の導入助成 

ｃ 公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団が認証する「グリーン経営認

証」取得等の助成 

    ｄ 省燃費運転講習会の開催及びアイドリングストップ運動の実施 



- 356 - 

 

    ｅ 植林事業の実施 

   Ⅲ 貨物自動車運送適正化事業 

     以下の具体的事業の総称であり、予算額は７９９８万円である。 

ａ 千葉陸運支局が選定したトラック運送事業者を対象として、法令遵守と事故

防止の取組状況について、巡回指導評価基準に基づいて評価し、その基準を超

えている運送事業者はそれを認定し、公表することによって、その業者は安全

性が高い優良事業者との評価を獲得して、営業成績が向上するという利点が伴

うことによって、運送事業者の法令遵守と事故防止の取組推進を図る事業 

    ｂ 運送事業者を対象として、交通安全対策等への取り組みを評価基準に基づい

て評価し、これを超えている事業者を安全優良事業所として認定して公表し、

その認定したことを証するＧマークを交付し、これによってその認定業者の営

業成績が向上するという利点が伴うことによって、運送事業者の安全対策の推

進を図る事業 

    ｃ 巡回指導結果の評価が低い事業者に対し、フォーアップ講習会を開催する事

業 

    ｄ 千葉県トラック協会に加入していない事業者に対し、巡回指導を行い、法令

遵守と事故防止の取組を向上させ、千葉県トラック協会加入を勧誘する事業 

   Ⅳ 緊急輸送体制整備事業 

     以下の具体的事業の総称であり、予算額は２００万円である。 

    ａ 千葉県及び千葉県倉庫協会と締結した「災害発生時等の物資の緊急・救援輸

送、保管等に関する協定」に基づき、会員事業者と連携して、緊急物資支援車

両等の迅速な出動態勢を維持する事業 

    ｂ 千葉県と協定を締結した「新型インフルエンザ対策」や「急性悪性家畜伝染

病対策」について、迅速に対応する体制を整備する事業 

   Ⅴ 輸送サービス事業 

   Ⅵ 経営基盤強化事業 

   Ⅶ 輸送情報近代化事業 

   Ⅷ 交付金運営事業 

   Ⅸ 広報事業 

   Ⅹ 中央事業への出捐金 

  ⑵ 実績報告 

   ① 実績報告書 

    要綱で定められた書式に従って実績報告書が作成されている。 

   Ⅰ 事業の目的 

     申請書に添付されている「資金計画」及び「事業計画書」に記載されている 
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１０の事業がそのまま記載されている。 

   Ⅱ 交付決定額 

     交付決定額は、交付申請額と同額の７億１９９７万６０００円である。 

   Ⅲ 実績額 

実績額は、交付決定額と同額の７億１９９７万６０００円が記載されている。

しかし、事業実施のために支出した金額は、添付書類の「平成２８年度運輸事業

振興助成交付金事業収支計算書」の記載によれば、８億８０４万７０００円であ

り、不足した差額８８００万円は、近代化基金の取崩金で賄われている。 

   Ⅳ 事業の成果 

    ａ 事業実績 

      添付書類の「平成２８年度運輸事業振興助成交付金に係る事業計画及び資金

計画の実績報告書」のとおりと記載されている。 

    ｂ 事業完了日 

      平成２９年３月３１日と記載されている。 

   ② 添付書類 

     「平成２８年度運輸事業振興助成交付金に係る事業計画及び資金計画の実績報

告書」、その別紙として「平成２８年度運輸事業振興助成交付金事業収支計算書」、

「その他参考にすべき事項」、「平成２８年度千葉県運輸事業振興助成交付金事業

明細」、「平成２８年度事業報告書」、「平成２８年度資金報告書」が添付されてい

るが、いずれも、会計を整理した要約書であり、支出を裏付ける領収書や振込伝

票等は、添付されていない。なお、県では、毎年、職員が往査して、支出が適正

になされているかを確認するため、関係帳簿等を調査している。 

  二 指摘・意見 

  １ 指摘 

  ⑴ 手続の適正 

   ① 支出証拠書類添付の必要性 

     千葉県バス協会の実績報告及び千葉県トラック協会の実績報告には、領収書等

の添付がなく、支出が確認できない。補助金等の適正化において最も重要なこと

は不正受給の防止であり、そして、不正受給を防止するためにまずなすべきこと

は支出の有無及び内容の確認である。県では、毎年、担当職員が往査して会計書

類を確認しているとのことであるが、その報告書は作成されていない。仮に監査

報告書を作成するとすれば、監査報告書に支出を確認できる資料の写しを添付し

なければならない。その程度の証拠書類が揃った報告書が県の管理する簿冊につ

づられていて、初めて県が支出を確認したと認められるのであって、そうでなけ

れば不正な支出が無かったことの確認は、担当職員の主観にとどまる。報告書を
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作成して領収書等の資料を添付するくらいならば、受給者の実績報告書に領収書

を添付させた方が事務処理として効率が遙かに高い。よって、実績報告書に支出

を確認できる領収書等の証拠書類を添付させるべきである。 

                                      以上 

 


